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議案第８１号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例につい 

て 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律(平成２５年法律第２７号。以下「法」という。)第９条第２項の規

定に基づく個人番号の利用及び法第１９条第９号の規定に基づく特定個人情報の

提供について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をいう。 

（２）個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

（３）特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

（４）個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実

施者をいう。 

（５）情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供ネッ

トワークシステムをいう。 

(市の責務) 

第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供について、その適正な取扱



いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自

主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 

(個人番号の利用に係る事務) 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機関が行

う同表の右欄に掲げる事務、別表第２第１項の表及び第２項の表の左欄に掲げる

機関が行うこれらの表の中欄に掲げる事務並びに市の機関が行う法別表第２の第

２欄に掲げる事務とする。 

２ 別表第２第１項の表及び第２項の表の左欄に掲げる機関は、これらの表の中欄

に掲げる事務を処理するために必要な限度でこれらの表の右欄に掲げる特定個人

情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規

定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施

者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

３ 市の機関は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で

同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することが

できる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他

の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場

合は、この限りでない。 

４ 第２項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規

則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の

提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

 (特定個人情報の提供) 

第５条 別表第３の第３欄に掲げる情報提供機関は、法第１９条第９号の規定によ

り同表の第１欄に掲げる情報照会機関が同表の第２欄に掲げる事務を処理するた

めに必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合に当該特定個

人情報を提供することができる。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則

その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提

供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

 (委任) 

第６条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 



この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

別表第１(第４条関係) 

機関 事務 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

２ 市長 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)による障害児通所支援及び

障害児入所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律(平成１７年法律第１２３号)による障害福祉サービス

及び地域生活支援事業等に係る利用者負担について一元的に管理

し、その上限額を定めることに関する事務であって規則で定めるも

の 

３ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ

る障害福祉サービス等に係る利用者負担の上限額の軽減に関する事

務であって規則で定めるもの 

４ 市長 知的障害があると判定された者等に対し交付する手帳(以下「療育

手帳」という。)に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 配偶者のない者で現に児童を養育しているもの等に対し市が独自に

支給する手当に関する事務であって規則で定めるもの 

６ 市長 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和３９年政令第２２４号)

第１条第２号に規定する女子又は同令第１条の２第２号に規定する

男子に該当する場合の女子又は男子であって、２０歳に満たない者

を扶養しているものを地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第２９２

条第１項第１１号に規定する寡婦若しくは同項第１２号に規定する

寡夫又は所得税法(昭和４０年法律第３３号)第２条第１項第３０号

に規定する寡婦若しくは同項第３１号に規定する寡夫であるとみな

すことによって行う費用等の算定に関する事務であって規則で定め

るもの 

７ 市長 私立幼稚園の就園奨励に関する事務であって規則で定めるもの 

８ 市長 相模原市市営住宅条例(平成９年相模原市条例第１９号)第２条第４

号に規定する市営住宅の管理に関する事務(法別表第１の１９の項

に掲げる事務に係るものを除く。別表第２第２項の表の７の項にお



いて同じ。)であって規則で定めるもの 

９ 教育

委員会 

 

就学援助に関する事務(法別表第１の２７の項に掲げる事務に係る

ものを除く。別表第３の６の項において同じ。)であって教育委員

会規則で定めるもの 

別表第２(第４条関係） 

１ 法別表第１の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 児童福祉法による里親の認定、養

育里親の登録、小児慢性特定疾病

医療費、療育の給付、障害児入所

給付費、高額障害児入所給付費、

特定入所障害児食費等給付費若し

くは障害児入所医療費の支給、日

常生活上の援助及び生活指導並び

に就業の支援の実施、負担能力の

認定又は費用の徴収に関する事務

であって規則で定めるもの 

身体障害者福祉法(昭和２４年

法律第２８３号)による身体障

害者手帳又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律(昭和

２５年法律第１２３号)による

精神障害者保健福祉手帳に関す

る情報(以下「身体障害者手帳

又は精神障害者保健福祉手帳に

関する情報」という。)であっ

て規則で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関す

る法律に基づく条例の規定によ

り算定した税額又はその算定の

基礎となる事項に関する情報

(以下「地方税関係情報」とい

う。)であって規則で定めるも

の 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

２ 市長 児童福祉法による障害児通所給付

費、特例障害児通所給付費、高額 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ 



 障害児通所給付費、肢体不自由児

通所医療費、障害児相談支援給付

費若しくは特例障害児相談支援給

付費の支給、障害福祉サービスの

提供、保育所における保育の実施

若しくは措置又は費用の徴収に関

する事務であって規則で定めるも

の 

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

３ 市長 児童福祉法による助産施設におけ

る助産の実施又は母子生活支援施

設における保護の実施に関する事

務であって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

４ 市長 予防接種法(昭和２３年法律第 

６８号)による予防接種の実施、

給付の支給又は実費の徴収に関す

る事務であって規則で定めるもの 

国民健康保険法(昭和３３年法

律第１９２号)若しくは高齢者

の医療の確保に関する法律(昭

和５７年法律第８０号)による

医療に関する給付の支給又は同

法による保険料の徴収に関する

情報であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律(昭和３９年法律第 

１３４号)その他の法令による

障害を有する者に対する手当の

支給に関する情報であって規則

で定めるもの 

５ 市長 身体障害者福祉法による障害福祉

サービス、障害者支援施設等への

入所等の措置又は費用の徴収に関

する事務であって規則で定めるも

の 

身体障害者福祉法による身体障

害者手帳に関する情報(以下

「身体障害者手帳に関する情

報」という。)であって規則で

定めるもの 

生活保護法(昭和２５年法律第 



  １４４号)による保護の実施又

は就労自立給付金の支給に関す

る情報(以下「生活保護関係情

報」という。)であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成６年

法律第３０号)による支援給付

又は配偶者支援金(以下「中国

残留邦人等支援給付等」とい

う。)の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

６ 市長 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律による診察、入院措置、

費用の徴収、退院等の請求又は精

神障害者保健福祉手帳の交付に関

する事務であって規則で定めるも

の 

精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第３０条の２に規定

する他の法律による医療の給付

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

７ 市長 生活保護法による保護の決定及び

実施、就労自立給付金の支給、保 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ 



 護に要する費用の返還又は徴収金

の徴収に関する事務であって規則

で定めるもの 

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

介護保険法(平成９年法律第 

１２３号)による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

８ 市長 地方税法その他の地方税に関する

法律及びこれらの法律に基づく条

例による地方税の賦課徴収又は地

方税に関する調査(犯則事件の調

査を含む。)に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

高齢者の医療の確保に関する法

律による保険料の徴収に関する

情報であって規則で定めるもの 

介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

９ 市長 公営住宅法(昭和２６年法律第 生活に困窮する外国人に対する 



 １９３号)による公営住宅(同法第

２条第２号に規定する公営住宅を

いう。)の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

１０ 市 

 長 

国民健康保険法による保険給付の

支給に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

国民健康保険法第５６条第１項

に規定する他の法令による給付

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１１ 市 

 長 

知的障害者福祉法(昭和３５年法

律第３７号)による障害福祉サー

ビス、障害者支援施設等への入所

等の措置又は費用の徴収に関する

事務であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する 

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

１２ 市 

 長 

児童扶養手当法(昭和３６年法律

第２３８号)による児童扶養手当 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 



 の支給に関する事務であって規則

で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

１３ 市 

 長   

老人福祉法(昭和３８年法律第 

１３３号)による福祉の措置又は

費用の徴収に関する事務であって

規則で定めるもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

１４ 市 

 長 

母子及び父子並びに寡婦福祉法

(昭和３９年法律第１２９号)によ

る資金の貸付けに関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１５ 市 

 長 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に

よる配偶者のない者で現に児童を

扶養しているもの又は寡婦につい

ての便宜の供与に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１６ 市 

 長 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に

よる給付金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１７ 市 特別児童扶養手当等の支給に関す 身体障害者手帳に関する情報で 



 長 る法律による特別児童扶養手当の

支給に関する事務であって規則で

定めるもの 

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

１８ 市 

長   

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又は国民年金

法等の一部を改正する法律(昭和

６０年法律第３４号)附則第９７

条第１項の福祉手当の支給に関す

る事務であって規則で定めるもの 

身体障害者手帳に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

１９ 市 

長  

母子保健法(昭和４０年法律第 

１４１号)による保健指導、新生

児の訪問指導、健康診査、妊娠の

届出、母子健康手帳の交付、妊産

婦の訪問指導、低体重児の届出、

未熟児の訪問指導、養育医療の給

付若しくは養育医療に要する費用

の支給又は費用の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 

児童福祉法による小児慢性特定

疾病医療費に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

予防接種法による予防接種の実

施に関する情報であって規則で

定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

による自立支援医療費に関する

情報であって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

２０ 市 

長  

高齢者の医療の確保に関する法律

による後期高齢者医療給付の支給

又は保険料の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で 



定めるもの 

国民健康保険法による国民健康

保険の被保険者の資格に関する

情報であって規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する情報であって規則で

定めるもの 

介護保険法による保険料の徴収

に関する情報であって規則で定

めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

２１ 市 

長  

中国残留邦人等支援給付等の支給

に関する事務であって規則で定め

るもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

２２ 市 

長  

介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保険 

災害救助法(昭和２２年法律第

１１８号)による救助又は扶助 



 料の徴収に関する事務であって規

則で定めるもの 

金の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

児童福祉法による小児慢性特定

疾病医療費、療育の給付又は障

害児入所給付費の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法若しくは高齢者

の医療の確保に関する法律によ

る医療に関する給付の支給又は

同法による保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定めるも

の 

児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

母子及び父子並びに寡婦福祉法

による資金の貸付け又は給付金

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当又は国

民年金法等の一部を改正する法

律附則第９７条第１項の福祉手

当の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 



母子保健法による養育医療の給

付又は養育医療に要する費用の

支給に関する情報であって規則

で定めるもの 

児童手当法(昭和４６年法律第

７３号)による児童手当又は特

例給付の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する情報であって規則で

定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

による自立支援給付の支給に関

する情報であって規則で定める

もの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

２３ 市 

長  

感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律(平成 

１０年法律第１１４号)による入

院の勧告若しくは措置、費用の負

担又は療養費の支給に関する事務

であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

国民健康保険法による国民健康

保険の被保険者の資格に関する

情報であって規則で定めるもの 

高齢者の医療の確保に関する法

律による後期高齢者医療の被保

険者の資格に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する 



生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

２４ 市 

長  

健康増進法(平成１４年法律第 

１０３号)による健康増進事業の

実施に関する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

２５ 市 

長        

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律によ

る自立支援給付の支給又は地域生

活支援事業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

国民健康保険法による国民健康

保険の被保険者の資格に関する

情報であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による特別児童扶養手 

当の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当又は国

民年金法等の一部を改正する法

律附則第９７条第１項の福祉手

当の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 



高齢者の医療の確保に関する法

律による後期高齢者医療の被保

険者の資格に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する情報であって規則で

定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

第７条に規定する他の法令によ

り行われる給付の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

２ 別表第１の右欄に掲げる事務であって規則で定めるもの 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対する生

活保護の措置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

児童福祉法による小児慢性特定

疾病医療費、療育の給付又は障

害児入所給付費の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

国民健康保険法若しくは高齢者 



の医療の確保に関する法律によ

る医療に関する給付の支給又は

同法による保険料の徴収に関す

る情報であって規則で定めるも

の 

児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による特別児童扶養手

当の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当又は国

民年金法等の一部を改正する法

律附則第９７条第１項の福祉手

当の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

児童手当法による児童手当又は

特例給付の支給に関する情報で

あって規則で定めるもの 

介護保険法による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

による自立支援給付の支給に関

する情報であって規則で定める

もの 



療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

２ 市長 児童福祉法による障害児通所支援

及び障害児入所支援、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による障害福祉

サービス及び地域生活支援事業等

に係る利用者負担について一元的

に管理し、その上限額を定めるこ

とに関する事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

３ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律によ

る障害福祉サービス等に係る利用

者負担の上限額の軽減に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

４ 市長 配偶者のない者で現に児童を養育

しているもの等に対し市が独自に

支給する手当に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

児童福祉法による障害児入所支

援、措置等(同法第２７条第１

項第３号若しくは第２項又は第

２７条の２第１項に規定する措

置又は委託をいう。)又は日常

生活上の援助及び生活指導並び

に就業の支援の実施に関する情

報であって規則で定めるもの 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 



児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による特別児童扶養手

当の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

による療養介護又は施設入所支

援に関する情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

５ 市長 母子及び父子並びに寡婦福祉法施

行令第１条第２号に規定する女子

又は同令第１条の２第２号に規定

する男子に該当する場合の女子又

は男子であって、２０歳に満たな

い者を扶養しているものを地方税

法第２９２条第１項第１１号に規

定する寡婦若しくは同項第１２号

に規定する寡夫又は所得税法第２

条第１項第３０号に規定する寡婦

若しくは同項第３１号に規定する 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

 

 寡夫であるとみなすことによって

行う費用等の算定に関する事務で

あって規則で定めるもの 

 



６ 市長 私立幼稚園の就園奨励に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

７ 市長 相模原市市営住宅条例第２条第４

号に規定する市営住宅の管理に関

する事務であって規則で定めるも

の 

身体障害者手帳又は精神障害者

保健福祉手帳に関する情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって

規則で定めるもの 

別表第３(第５条関係) 

情報照会

機関 
事務 

情報提供

機関 
特定個人情報 

１ 市長 生活保護法による保護

の決定及び実施、就労

自立給付金の支給、保

護に要する費用の返還

又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

教育委員

会 

学校保健安全法(昭和３３年法

律第５６号)による医療に要す

る費用についての援助に関する

情報であって教育委員会規則で

定めるもの 

２ 市長 中国残留邦人等支援給

付等の支給に関する事

務であって規則で定め

るもの 

教育委員

会 

学校保健安全法による医療に要

する費用についての援助に関す

る情報であって教育委員会規則

で定めるもの 

３ 市長 介護保険法による保険

給付の支給、地域支援

事業の実施又は保険料

教育委員

会 

学校保健安全法による医療に要

する費用についての援助に関す

る情報であって教育委員会規則



の徴収に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

で定めるもの 

４ 市長 生活に困窮する外国人

に対する生活保護の措

置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

教育委員

会 

学校保健安全法による医療に要

する費用についての援助に関す

る情報であって教育委員会規則

で定めるもの 

５ 教育

委員会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する事

務であって教育委員会

規則で定めるもの 

市長 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

６ 教育

委員会 

就学援助に関する事務

であって教育委員会規

則で定めるもの 

市長 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

 

提案の理由 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平

成２５年法律第２７号)の施行に伴い、個人番号の利用及び特定個人情報の提供



について所要の定めをいたしたく提案するものである。 



議案第８１号関係資料 

 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の概要 

 

１ 条例の内容 

（１）趣旨(第１条関係） 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(平成２５年法律第２７号。以下「法」という。)に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供について必要な事項を定めるもの 

（２）定義(第２条関係） 

   本条例において使用する用語の定義について定めるもの 

（３）市の責務(第３条関係） 

   個人番号の利用及び特定個人情報の提供に当たっての市の責務を定めるもの 

（４）個人番号の利用に係る事務(第４条、別表第１及び別表第２関係) 

  ア 市の機関が個人番号を利用することができる法で規定されている事務(以

下「法定事務」という。)及び法定事務以外の事務(以下「独自利用事務」と

いう。)について定めるもの 

イ 市が同一の機関内において、法定事務を行う上での法別表第２に規定のな

い情報連携及び独自利用事務を処理するための情報連携について定めるもの 

ウ 市が同一の機関内において、法別表第２に規定されている他の団体との情

報連携と同じ内容のものを処理するための情報連携について定めるもの 

エ 他の条例等により特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出を義

務付けている場合において、当該特定個人情報を利用するときは、当該書面

の提出があったものとみなすもの 

（５）特定個人情報の提供(第５条及び別表第３関係) 

  ア 市の機関が他の機関との間において、法定事務及び独自利用事務を処理す

るための情報連携について定めるもの 

イ 他の条例等により特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出を義

務付けている場合において、当該特定個人情報を利用するときは、当該書面

の提出があったものとみなすもの 



（６）委任(第６条関係) 

   本条例の施行について必要な事項を規則に委任するもの 

２ 施行期日 

  平成２８年１月１日 

 

 



議案第８２号  

 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 相模原市手数料条例(平成１２年相模原市条例第７号)の一部を次のように

改正する。 

別表第１中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号

を加える。 

 （３）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシ

ステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成２６年総務省令第 

８５号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務 

番号 根 拠 条 項 手数料を徴収する事務 単 位 金 額 

１ 省令第１１条第１

項(第２号及び第

８号を除く。) 

通知カードの再交付 １件 500円 

第２条 相模原市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表第１第２号を削り、同表第３号の表に次のように加える。 

２ 省令第２８条第１

項 

個人番号カードの再交付 １件 800円 

   

  別表第１中第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

第３条 相模原市手数料条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号を第３号とし、

同号の次に次の１号を加える。 

（４）相模原市印鑑条例(以下この号において「条例」という。)に基づく事務 



番号 根 拠 条 項 手数料を徴収する事務 単 位 金 額 

１ 条例第１５条第１

項 

印鑑登録証明書の交付

(多機能端末機による交

付の場合に限る。) 

１件 250円 

別表第１第１号の次に次の１号を加える。 

（２）住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号。以下この号において「法」と

いう。)に基づく事務 

             「         「 

800円  1,000円 

1,220円 1,500円 

                    」         」 

          「         「 

2,000円  4,000円 

400円 1,000円 

                  」         」 

        「         「 

800円  1,000円 

1,220円 1,500円 

                 」         」 

附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

番号 根 拠 条 項 手数料を徴収する事務 単 位 金 額 

１ 法第１２条第１項 住民票の写しの交付(相

模原市印鑑条例(昭和５６

年相模原市条例第１８

号)第１４条第２項に規

定する多機能端末機(以

下「多機能端末機」とい

う。)による交付の場合

に限る。) 

１件 250円 

別表第２第２２号の表中 を に改め、別 

表第２第２４号の表中 を に改め、別表第 

２第２５号の表中 を に改める。 



（１）第１条の規定 平成２７年１０月５日 

（２）第２条中別表第１第３号の表に２の項を加える改正規定 平成２８年１月１

日 

（３）第２条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して６月

を超えない範囲内において規則で定める日 

（４）第３条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 相模原市印鑑条例の一部を

改正する条例(平成２７年相模原市条例第  号)附則ただし書に規定する規定

の施行の日 

（５）第３条中別表第２第２２号の表、第２４号の表及び第２５号の表の改正規定 

平成２８年４月１日 

 

提案の理由 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規

定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムに

よる特定個人情報の提供等に関する省令(平成２６年総務省令第８５号)に基づく

通知カード及び個人番号カードの再交付の事務に係る手数料の規定の追加、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律(平成２５年法律第２８号)による住民基本台帳

法(昭和４２年法律第８１号)の改正に伴う住民基本台帳カードの交付又は再交

付の事務に係る手数料の規定の削除、多機能端末機による住民票の写し及び印

鑑登録証明書の交付の事務に係る手数料の規定の追加並びに受益者負担の在り方

の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う狂犬病予防法(昭和２５年法律第 

２４７号)等に基づく事務に係る手数料の規定の改正をいたしたく提案するもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 



議案第８２号関係資料 

 

   相模原市手数料条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステ

ムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成２６年総務省令第８５号。

以下「省令」という。)に基づく事務に係る手数料の規定の追加(別表第１関

係) 

省令に基づく通知カード及び個人番号カードの再交付の事務に係る手数料の

規定を追加するもの 

手数料を徴収する事務 単位 金額 

通知カードの再交付 １件 500円 

個人番号カードの再交付 １件 800円 

（２）住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号)に基づく事務に係る手数料の規定

の改正(別表第１関係) 

  ア 住民基本台帳法の改正に伴い住民基本台帳カードの交付又は再交付の事務

に係る手数料の規定を削除するもの 

  イ コンビニエンスストアに設置された多機能端末機(以下「多機能端末機」

という。)による住民票の写しの交付の事務に係る手数料の規定を追加する

もの 

手数料を徴収する事務 単位 金額 

住民票の写しの交付(多機能端末

機による交付の場合に限る。) 
１件 250円 

（３）相模原市印鑑条例(昭和５６年相模原市条例第１８号)に基づく事務に係る手

数料の規定の追加(別表第１関係) 

   多機能端末機による印鑑登録証明書の交付の事務に係る手数料の規定を追加

するもの 

手数料を徴収する事務 単位 金額 



印鑑登録証明書の交付(多機能端末

機による交付の場合に限る。) 
１件 250円 

（４）狂犬病予防法(昭和２５年法律第２４７号)等に基づく事務に係る手数料の規

定の改正(別表第２関係) 

   受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、手数料の

規定を改正するもの 

  ア 狂犬病予防法に基づく事務に係る手数料の規定を改正するもの 

手数料を徴収する事務 単位 
金額 

現 行 改正後 

抑留した犬の飼養管理 １頭につき１日 800円 1,000円 

抑留した犬の返還 １頭 1,220円 1,500円 

  イ 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和４８年法律第１０５号)に基づく事

務に係る手数料の規定を改正するもの 

手数料を徴収する事務 単位 
金額 

現 行 改正後 

犬又は猫の 

引取り 

生後９１日以上の犬

又は猫 
１頭又は１匹 2,000円 4,000円 

 生後９１日未満の犬

又は猫 
１頭又は１匹 400円 1,000円 

  ウ 相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(平成２１年相模原市条例第 

６４号)に基づく事務に係る手数料の規定を改正するもの  

手数料を徴収する事務 単位 
金額 

現 行 改正後 

引き取り、収容し、又は捕獲した

動物の保管 

１頭、１匹又は

１羽につき１日 
800円 1,000円 

引き取り、収容し、又は捕獲した 

動物の返還 

１頭、１匹又は 

１羽 
1,220円 1,500円 

２ 施行期日 

（１）１(１)に係る規定(通知カードの再交付に係る部分に限る。) 平成２７年 

１０月５日 



（２）１(１)に係る規定(個人番号カードの再交付に係る部分に限る。) 平成２８

年１月１日 

（３）１(２)アに係る規定 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において

規則で定める日 

（４）１(２)イ及び(３)に係る規定 相模原市印鑑条例の一部を改正する条例(平

成２７年相模原市条例第  号)附則ただし書に規定する規定の施行の日 

（５）１(４)に係る規定 平成２８年４月１日 

 



 

 

議案第８３号 

 

   相模原市市税条例等の一部を改正する条例について 

 相模原市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

   相模原市市税条例等の一部を改正する条例 

(相模原市市税条例の一部改正) 

第１条 相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)の一部を次のように改

正する。 

 第５条の次に次の５条を加える。 

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法) 

第５条の２ 市長は、法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予(以

下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第４項の規定による徴収

の猶予をした期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」とい

う。)をする場合には、当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収

金の納付又は納入について、当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長をする

金額を当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該

徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情か

らみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により徴収の猶予又は徴収の猶

予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、

当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各

納入期限の納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又

は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得な

い理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を変更することができる。 



 

 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を定めたときは、

その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期

限又は各納入期限の納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予

又は徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限の納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付

期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額そ

の他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。 

(徴収猶予の申請手続等) 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当

する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情

の詳細 

（２）納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

（３）前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

（４）当該猶予を受けようとする期間 

（５）分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入をするかどうか(分割納

付又は分割納入の方法により納付又は納入をする場合にあっては、分割納付

又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の

納付金額又は納入金額を含む。) 

（６）猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種

類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の

氏名及び住所又は居所)その他担保について参考となるべき事項(担保を提供

することができない特別の事情があるときは、その事情) 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。 

（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

（２）財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 



 

 

（３）猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の

収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

（４）猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、地方税法施行令(昭和２５年政令第２４５号。以下「政

令」という。)第６条の１０第１項、第３項及び第４項の規定により提出す

べき書類その他担保の提供について必要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

（１）徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

（２）第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第

２号から第４号までに掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

（１）猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

（２）猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができな

いやむを得ない理由 

（３）猶予期間の延長を受けようとする期間 

（４）第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げ

る書類とする。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

(職権による換価の猶予の手続等) 

第５条の４ 市長は、法第１５条の５第２項において準用する法第１５条第３項

又は第５項の規定により分割して納付し、又は納入させるときは、法第１５条

の５第１項の規定による換価の猶予をする金額を当該換価の猶予をする期間内

の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が

指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。 

２ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において

準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により分割して納付し、又は納入

させる場合について準用する。 



 

 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に

掲げる書類とする。 

（１）第５条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

（２）分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類 

(申請による換価の猶予の手続等) 

第５条の５ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とす  

る。 

２ 市長は、法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項又は第５

項の規定により分割して納付し、又は納入させるときは、法第１５条の６第１

項の規定による換価の猶予をする金額を当該換価の猶予をする期間内の各月

(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定す

る月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。 

３ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において

準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により分割して納付し、又は納入

させる場合について準用する。 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

（１）徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維

持が困難となる事情の詳細 

（２）第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 

（３）分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各

納入期限の納付金額又は納入金額 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第５

条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

（１）第５条の３第１項第６号に掲げる事項 

（２）第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

（３）第４項第３号に掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定す

る条例で定める期間は、２０日とする。 



 

 

(担保を徴する必要がない場合) 

第５条の６ 法第１６条第１項ただし書に規定する条例で定める場合は、次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

（１）猶予に係る金額が１００万円以下である場合 

（２）猶予期間が３月以内である場合 

（３）担保を徴することができない特別の事情がある場合 

第１０条第２項の表の左欄第１号イ中「地方税法施行令(昭和２５年政令第２４５

号。以下「政令」という。)」を「政令」に改める。 

附則第４条の２の見出し中「課税標準」を「課税標準等」に改め、同条に次の

１項を加える。 

８ 法附則第１５条の８第４項において準用する法附則第１５条の６第２項に規

定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

附則第６条を次のように改める。 

(軽自動車税の税率の特例) 

第６条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

に対する第３１条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１

日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法第６０条第１項

後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」

という。)を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第３１条第２号ア(イ) ３，９００円 １，０００円 

第３１条第２号ア(ウ) ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車(ガ

ソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対

する第３１条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日か

ら平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、

平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄



 

 

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３１条第２号ア(イ) ３，９００円 ２，０００円 

第３１条第２号ア(ウ) ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車(前

項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第３１条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第３１条第２号ア(イ) ３，９００円 ３，０００円 

第３１条第２号ア(ウ) ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

(相模原市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第２条 相模原市市税条例の一部を改正する条例(平成２６年相模原市条例第３０

号)の一部を次のように改正する。 

附則第６条の改正規定を次のように改める。 

附則第６条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条第５項

第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第３０条第２項

第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第３０条第３項第１号」に、

「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定(以

下この条において「初回車両番号指定」という。)」を「初回車両番号指定」

に改め、同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動

車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定

(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算し



 

 

て１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第３１

条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３１条第２号ア(イ) ３，９００円 ４，６００円 

第３１条第２号ア(ウ) ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

附則第１項第２号及び第３号並びに第１１項中「附則第６条」を「附則第６条

第１項」に改める。 

附則第１２項中「附則第６条」を「附則第６条第１項」に、「同条中」を「同

項中」に改める。 

附則第１３項中「附則第６条」を「附則第６条第１項」に改める。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１条中相模原市市

税条例附則第４条の２の見出しの改正規定及び同条に１項を加える改正規定並

びに同条例附則第６条の改正規定並びに第２条並びに附則第５項及び第６項の

規定は、公布の日から施行する。 

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の相模原市市税条例(以下「新条例」という。)第５

条の２、第５条の３及び第５条の６(地方税法等の一部を改正する法律(平成２７

年法律第２号。以下この項において「平成２７年改正法」という。)附則第１条

第６号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和２５年法律第２２６号。以下

この項から附則第５項までにおいて「平成２８年新法」という。)第１５条第１

項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例

の施行の日以後に申請される平成２８年新法第１５条第１項又は第２項の規定に

よる徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成２７年改正法附則第１

条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項において「平成２８年旧

法」という。)第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予については、

なお従前の例による。 



 

 

３ 新条例第５条の４及び第５条の６(平成２８年新法第１５条の５第１項の規定

による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後にさ

れる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた平成２８年

旧法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の例によ

る。 

４ 新条例第５条の５及び第５条の６(平成２８年新法第１５条の６第１項の規定

による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に同

項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

５ 新条例附則第４条の２第８項の規定は、平成２７年４月１日以後に新築された

平成２８年新法附則第１５条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

である貸家住宅に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

６ 新条例附則第６条の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用する。 

 

提案の理由 

地方税法等の一部を改正する法律(平成２７年法律第２号)による地方税法(昭

和２５年法律第２２６号)の改正に伴い、徴収金の徴収猶予及び換価の猶予に係

る規定の追加、固定資産税の税額の特例に係る割合を定める規定の追加並びに軽

自動車税の税率の特例に係る規定の追加をいたしたく提案するものである。 



 

 

議案第８３号関係資料 

 

   相模原市市税条例等の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）第１条関係(相模原市市税条例の一部改正) 

  ア 徴収金の徴収猶予及び換価の猶予に係る規定の追加 

    徴収金の徴収猶予、職権による換価の猶予及び担保を徴することについて

その手続等を条例で定めることとされたこと並びに新たに創設された申請に

よる換価の猶予の制度の手続等を条例で定めることとされたことに伴い、次

に掲げる規定を追加するもの 

（ア）徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法に係る規定(第５

条の２関係) 

（イ）徴収猶予の申請手続等に係る規定(第５条の３関係) 

（ウ）職権による換価の猶予の手続等に係る規定(第５条の４関係) 

（エ）申請による換価の猶予の手続等に係る規定(第５条の５関係) 

（オ）担保を徴する必要がない場合に係る規定(第５条の６関係) 

イ 固定資産税の税額の特例に係る割合を定める規定の追加(附則第４条の２

関係) 

  平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に新築されたサー

ビス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る固定資産税について、５年度

分に限り当該住宅に係る税額を減額する割合を３分の２を参酌して２分の１

以上６分の５以下の範囲内において条例で定める割合とされたが、参酌すべ

き割合以外とする特段の理由はないことから、条例で定める割合を３分の２

とするもの 

ウ 軽自動車税の税率の特例に係る規定の追加(附則第６条関係) 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて車両番号

の指定を受け、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車に係る軽自動車

税について、平成２８年度分の当該軽自動車税に限り、その燃費性能に応じ

た税率の特例措置に係る規定の追加をするもの 

  （ア）軽乗用車 



 

 

区分 税率 

対象となる軽乗用車の特例税率 

電気軽自動

車等 

平成 32年度

燃費基準＋

20％達成車 

平成 32年度

燃費基準達

成車 

三輪のもの 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 

四輪以上のもの ― ― ― ― 

 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 

 自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円 

（イ）軽貨物車 

区分 税率 

対象となる軽貨物車の特例税率 

電気軽自動

車等 

平成 27年度

燃費基準＋

35％達成車 

平成 27年度

燃費基準＋

15％達成車 

三輪のもの 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 

四輪以上のもの ― ― ― ― 

 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円 

 自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円 

（２）第２条関係(相模原市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 

   １(１)ウの規定の追加に伴い、相模原市市税条例の一部を改正する条例(平

成２６年相模原市条例第３０号)の改正をするもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

平成２８年４月１日(以下「施行日」という。)。ただし、１(１)イ及びウ並

びに(２)並びに２(２)エ及びオに係る規定は、公布の日 

（２）経過措置 

ア １(１)ア(ア)、(イ)及び(オ)(徴収猶予に係る部分に限る。)の規定は、施

行日以後に申請される徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された徴

収の猶予については、なお従前の例によることとするもの 

イ １(１)ア(ウ)及び(オ)(職権による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定

は、施行日以後にされる換価の猶予について適用し、施行日前にされた換価

の猶予については、なお従前の例によることとするもの 



 

 

ウ １(１)ア(エ)及び(オ)(申請による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定

は、施行日以後に納期限が到来する徴収金について適用することとするもの 

  エ １(１)イの規定は、平成２７年４月１日以後に新築されたサービス付き高

齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の

固定資産税について適用することとするもの 

オ １(１)ウの規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用することと

するもの 



議案第８４号  

 

相模原市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 相模原市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市印鑑条例の一部を改正する条例 

相模原市印鑑条例(昭和５６年相模原市条例第１８号)の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中「定める」の次に「ものとする」を加える。 

第３条第２項中「理由」を「事由」に改める。 

第５条第１項中「第３条の」を「第３条第１項又は第２項の規定による」に、

「当該申請者」を「登録申請者又はその代理人」に、「又は」を「及び」に、「本人

の」を「当該登録申請者の」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 前項の規定による確認は、登録申請者又はその代理人に規則で定める書類(以

下「本人確認書類」という。)を提示させ、登録の申請の事実について郵送その

他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、規則で

定める期間内に当該照会に対する回答書を当該登録申請者又はその代理人に提出

させ、かつ、本人確認書類を提示させ、必要に応じて質問することによつて行う

ものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を

自ら持参して申請をしたときは、次の各号に掲げるいずれかの方法により第１項

の規定による確認をすることができる。 

（１）登録申請者に対し、官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であつ

て規則で定める要件を備えたものを提示させる方法 

（２）登録申請者に対し、既に印鑑の登録を受けている者が当該登録申請者が本人

であること及び当該登録申請者がする印鑑の登録の申請が当該登録申請者の意

思に基づくものであることを保証した書面を提出させ、かつ、本人確認書類を



提示させ、必要に応じて質問する方法 

  第５条第４項を削る。 

 第６条中「前条の」の次に「規定による」を加え、「の各号」を削る。 

 第７条第２項中「場合に」の次に「ついて」を加える。 

 第８条ただし書中「第１０条の」の次に「規定による」を加える。 

 第９条中「き損している」を「毀損している」に改める。 

 第１０条第２項、第１１条第２項及び第１２条第２項中「前項の」の次に「規定

による」を加える。 

 第１３条第１項第６号中「理由」を「事由」に改める。 

 第１４条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)第２条第７項に規定

する個人番号カードを使用して、市の電子計算機と電気通信回線で接続された民

間事業者が設置する端末機で必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書等を自

動的に交付する機能を有する機器(以下「多機能端末機」という。)を利用して、

印鑑登録証明書の交付を申請することができる。 

 第１５条第１項中「前条の」の次に「規定による」を、「交付する」の次に「も

のとする」を加え、同条第２項中「電子計算組織の出力装置」を「電子計算機」に

改める。 

 第１６条第２号中「自動交付機」の次に「又は多機能端末機」を加え、同条第４

号中「汚染」を「汚染し、」に、「き損している」を「毀損している」に改める。 

 第１８条中「関し」を「ついて」に、「職員をして関係人に対して質問させ」を

「関係者に対して質問し」に、「調査させる」を「調査する」に改める。 

 第２０条中「関し」を「ついて」に改める。 

    附 則 

  この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第１４条に１項を加え

る改正規定並びに第１５条第２項及び第１６条第２号の改正規定は、公布の日から

起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

 

提案の理由 

  印鑑の登録の申請について、登録申請者又はその代理人が本人であること及び



当該申請が当該登録申請者の意思に基づくものであることを厳格に確認するため

の規定の改正、印鑑の登録を受けている者が民間事業者が設置する多機能端末機

により印鑑登録証明書の交付の申請及び交付を受けることができることとする規

定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第８４号関係資料 

 

   相模原市印鑑条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）印鑑の登録の申請について、登録申請者又はその代理人が本人であること及

び当該申請が当該登録申請者の意思に基づくものであることを厳格に確認する

ための規定の改正(第５条関係) 

  ア 印鑑の登録申請者又はその代理人が本人であること及び登録の申請が当該

登録申請者の意思に基づくものであることの確認に係る規定の改正 

    市長は、印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者又はその代理人が

本人であること及び当該申請が当該登録申請者の意思に基づくものであるこ

とを確認しなければならないこととする規定の改正を行うもの 

  イ 登録申請者に対する文書による照会等に係る規定の改正 

印鑑の登録の申請があったときの登録申請者又はその代理人が本人である

こと及び当該申請が当該登録申請者の意思に基づくものであることの確認は、

登録申請者又はその代理人に本人確認書類を提示させ、登録の申請の事実に

ついて郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文

書で照会し、規則で定める期間内に当該照会に対する回答書を当該登録申請

者又はその代理人に提出させ、かつ、本人確認書類を提示させ、必要に応じ

て質問することによって行うこととするもの 

  ウ 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請をしたときに

次のいずれかの方法により確認をすることができることとする規定の改正 

  （ア）登録申請者に対し、官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で

あって規則で定める要件を備えたものを提示させる方法 

  （イ）登録申請者に対し、既に印鑑の登録を受けている者が当該登録申請者が

本人であること及び当該登録申請者がする印鑑の登録の申請が当該登録

申請者の意思に基づくものであることを保証した書面を提出させ、かつ、

本人確認書類を提示させ、必要に応じて質問する方法 

（２）印鑑の登録を受けている者が民間事業者が設置する多機能端末機により印鑑

登録証明書の交付の申請及び交付を受けることができることとする規定の追加



(第１４条及び第１６条関係) 

印鑑の登録を受けている者が個人番号カードを使用して、民間事業者がコン

ビニエンスストアに設置する多機能端末機により印鑑登録証明書の交付の申請

及び交付を受けることができることとするもの 

２ 施行期日 

平成２８年１月１日。ただし、１(２)に係る規定は、公布の日から起算して６

月を超えない範囲内において規則で定める日 

 



 

 

議案第８５号  

 

相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について 

相模原市営斎場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市営斎場条例の一部を改正する条例 

 相模原市営斎場条例(平成４年相模原市条例第１２号)の一部を次のように改正

する。 

      「                  

無  料 ４５，０００円  

無  料 ３０，０００円 

無  料 １８，０００円 

無  料 １８，０００円 

無  料 １８，０００円 

                       」          

「          

６，０００円 ５４，０００円 

４，０００円 ３６，０００円 

２，４００円 ２１，６００円 

２，４００円 ２１，６００円 

２，４００円 ２１，６００円 

              」 

考４とし、備考２を備考３とし、備考１の次に次のように加える。 

  ２ 本市が生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)の規定による扶助又は中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律(平成６年法律第３０号)の規定による支援

給付を行っていた市外住民等に係るこの表に掲げる施設の利用の申請がなさ

別表第２中 を 

に改め、備考４を備考５とし、備考３を備



 

 

れた場合で、生活保護法の規定による葬祭扶助又は中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律施行令(平成８年政令第１８号)の規定による葬祭支援給付が行

われないときは、当該市外住民等を市内住民等とみなす。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る施設の利用

について適用し、同日前の申請に係る施設の利用については、なお従前の例によ

る。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う相模原市営斎

場の利用に係る使用料の規定の改正及び本市が生活保護法(昭和２５年法律第  

１４４号)の規定による扶助等を行っていた市外住民等であって同法の規定によ

る葬祭扶助等が行われないものに係る相模原市営斎場に置かれた施設の使用料に

ついて当該市外住民等を市内住民等とみなす規定の追加をいたしたく提案するも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第８５号関係資料 

 

   相模原市営斎場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市営斎場の利用に係る使用料の規定の改正(別表第２関係) 

区分 単位 

使用料 

市内住民等に 

係るもの 

市外住民等に 

係るもの 

現 行 改正後 現 行 改正後 

火

葬

炉 

12歳以上であ

った者の死体 
1体 無料 6,000円 45,000円 54,000円 

12歳未満であ

った者の死体 

(死 胎 を 除

く。) 

1体 無料 4,000円 30,000円 36,000円 

死胎 1胎 無料 2,400円 18,000円 21,600円 

改葬 1件 無料 2,400円 18,000円 21,600円 

身体の一部 1件 無料 2,400円 18,000円 21,600円 

大式場 1回 50,000円 改定なし 75,000円 改定なし 

小式場 1回 40,000円 改定なし 60,000円 改定なし 

霊安室 1体24時

間につき 
3,000円 改定なし 5,000円 改定なし 

（２）本市が生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)の規定による扶助等を行って

いた市外住民等であって同法の規定による葬祭扶助等が行われないものに係る

相模原市営斎場に置かれた施設(以下「斎場設置施設」という。)の使用料につ

いて当該市外住民等を市内住民等とみなす規定の追加(別表第２関係) 

   本市が生活保護法の規定による扶助等を支給していた市外住民等に係る葬祭

に際し同法の規定による葬祭扶助等が行われない場合における斎場設置施設の

使用料について市内住民等に係るものとの均衡を図るため、当該市外住民等を

市内住民等とみなす規定を追加するもの 



 

 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

    改正後の１(１)及び(２)の規定は、平成２８年４月１日以後の申請に係る施

設の利用について適用し、同日前の申請に係る施設の利用については、なお従

前の例によることとするもの 



 

 

議案第８６号  

 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立市民健康文化センター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民健康文化センター条例(昭和５８年相模原市条例第１３号)の一部

を次のように改正する。 

 第７条第２項ただし書中「別表第１項第１号アの表及び同号イの表」を「同表第

１項第１号アの表及びイの表」に改める。 

             「            「 

別表第１項第１号アの表中 

大人 ２，１００円 

を 

大人 ２，７００円 

小人 １，０５０円 小人 １，３５０円 

大人   ２００円 大人   ２６０円 

小人   １００円 小人   １３０円 

３，３５０円 ４，３５０円 

６，７００円 ８，７００円 

５，３００円 ６，８５０円 

１０，６００円 １３，７００円 

４，５００円 ５，８００円 

１，８００円 ２，３００円 

２，１００円 ２，７００円 

２，０００円 ２，６００円 

                     」            」 

          「                        「 

 大人 ２，１００円  大人 ２，７００円  



 

 

 小人 １，０５０円  小人 １，３５０円  

 

に改め、同号イの表中 

大人   ２００円  

を 

大人   ２６０円  

に改め 小人   １００円 小人   １３０円 

２，０００円 ２，５００円 

３，９００円 ５，０００円 

３，９００円 ５，０００円 

                      」                      」 

る。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１項第１号ア(プール及び浴室に係る部分を除

く。)及びイ(プール及び浴室に係る部分を除く。)の規定は、平成２８年７月１

日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例による。 

 

提案の理由 

受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

市民健康文化センター及び相模原市立北市民健康文化センターの利用に係る料金

の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 



 

 

議案第８６号関係資料 

 

   相模原市立市民健康文化センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市立市民健康文化センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

   施設の基本利用料金 

施 設 単 位 
金 額 

現 行 改正後 

プール １日(９時３０

分～２０時) 

大人 ２，１００円 大人 ２，７００円 

小人 １，０５０円 小人 １，３５０円 

浴室 １回 大人   ２００円 大人   ２６０円 

小人   １００円 小人   １３０円 

多

目

的

会

議

室 

多目的

会議室

１ 

１／２ １日(９時～

２２時) 

３，３５０円 ４，３５０円 

全面 ６，７００円 ８，７００円 

多目的

会議室

２ 

１／２ １日(９時～

２２時) 

５，３００円 ６，８５０円 

全面 １０，６００円 １３，７００円 

工作室 １日(９時～

２２時) 
４，５００円 ５，８００円 

講

習

室 

講習室１ 

講習室２ 

１日(９時～

２２時) 
１，８００円 ２，３００円 

講習室３ １日(９時～

２２時) 
２，１００円 ２，７００円 

茶室 １日(９時～

２２時) 
２，０００円 ２，６００円 

（２）相模原市立北市民健康文化センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関

係) 

   施設の基本利用料金 



 

 

施 設 単 位 
金 額 

現 行 改正後 

プール １日(９時３０

分～２０時) 

大人 ２，１００円 大人 ２，７００円 

小人 １，０５０円 小人 １，３５０円 

浴室 １回 大人   ２００円 大人   ２６０円 

小人   １００円 小人   １３０円 

多目的会議

室 

１／２ １日(９時～

２２時) 

２，０００円 ２，５００円 

全面 ３，９００円 ５，０００円 

講習室 １日(９時～

２２時) 
３，９００円 ５，０００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

 改正後の１(１)(プール及び浴室に係る部分を除く。)及び(２)(プール及び

浴室に係る部分を除く。)の規定は、平成２８年７月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による

こととするもの 

 



 

 

 

議案第８７号  

 

相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民・大学交流センター条例(平成２４年相模原市条例第５号)の一部

を次のように改正する。 

            「          「 

別表第１項第１号の表中 

８，９００円 

を 

１０，８００円 

に改める。 

１２，４００円 １５，１００円 

１２，２００円 １４，８００円 

６，３００円 ７，６００円 

１，１００円 １，３００円 

１，１００円 １，３００円 

２，０００円 ２，４００円 

４，２００円 ５，１００円 

２，４００円 ２，９００円 

８，５００円 １０，３００円 

２，６００円 ３，１００円 

３，１００円 ４，０００円 

１４，２００円 １５，１００円 

２２，８００円 ２４，４００円 

８，１００円 ９，８００円 

２，１００円 ２，５００円 

」 」 



 

 

 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号の規定(セミナールーム１、セミナールーム２、実

習室１及び実習室２に係る部分に限る。)は、平成２９年４月１日以後の利用に

係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例に

よる。 

３ 改正後の別表第１項第１号の規定(ミーティングルーム１、ミーティングルー

ム２、ミーティングルーム３、ミーティングルーム４、ミーティングルーム５、

マルチスペース及びＡＶスタジオに係る部分に限る。)は、平成２８年１０月１

日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例による。 

４ 改正後の別表第１項第１号の規定(シェアードオフィス１、シェアードオフィ

ス２及びシェアードオフィス３に係る部分に限る。)は、平成２８年７月１日以

後に利用を開始する場合及び同年１０月１日以後に更新した利用期間が開始する

場合の利用に係る料金について適用し、同年７月１日前に利用を開始した場合及

び同年１０月１日前に更新した利用期間が開始した場合の利用に係る料金につい

ては、なお従前の例による。 

５ 改正後の別表第１項第１号の規定(大学情報コーナー及び地域情報コーナーに

係る部分に限る。)は、平成２８年７月１日以後に利用を開始する場合の利用に

係る料金について適用し、同日前に利用を開始した場合の利用に係る料金につい

ては、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

市民・大学交流センターの利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するも

のである。 



 

 

 

議案第８７号関係資料 

 

   相模原市立市民・大学交流センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立市民・大学交流センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

施設の基本利用料金 

施 設 単 位 
金 額 

現 行 改正後 

セミナールーム１ １日(午前９時から

午後１０時まで) 

８，９００円 １０，８００円 

セミナールーム２ １２，４００円 １５，１００円 

実習室１ １２，２００円 １４，８００円 

実習室２ ６，３００円 ７，６００円 

ミーティングルーム１ １，１００円 １，３００円 

ミーティングルーム２ １，１００円 １，３００円 

ミーティングルーム３ ２，０００円 ２，４００円 

ミーティングルーム４ ４，２００円 ５，１００円 

ミーティングルーム５ ２，４００円 ２，９００円 

マルチスペース ８，５００円 １０，３００円 

ＡＶスタジオ ２，６００円 ３，１００円 

シェアードオフィス１ １人(団体にあって

は構成員１人)につ

き１月 

３，１００円 ４，０００円 

シェアードオフィス２ １区画につき１月 １４，２００円 １５，１００円 

シェアードオフィス３ ２２，８００円 ２４，４００円 

大学情報コーナー ８，１００円 ９，８００円 

地域情報コーナー ２，１００円 ２，５００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 



 

 

 

（２）経過措置 

  ア 改正後の１の規定(セミナールーム１、セミナールーム２、実習室１及び

実習室２に係る部分に限る。)は、平成２９年４月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によ

ることとするもの 

イ 改正後の１の規定(ミーティングルーム１、ミーティングルーム２、ミー

ティングルーム３、ミーティングルーム４、ミーティングルーム５、マルチ

スペース及びＡＶスタジオに係る部分に限る。)は、平成２８年１０月１日

以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例によることとするもの 

ウ 改正後の１の規定(シェアードオフィス１、シェアードオフィス２及びシ

ェアードオフィス３に係る部分に限る。)は、平成２８年７月１日以後に利

用を開始する場合及び同年１０月１日以後に更新した利用期間が開始する場

合の利用に係る料金について適用し、同年７月１日前に利用を開始した場合

及び同年１０月１日前に更新した利用期間が開始した場合の利用に係る料金

については、なお従前の例によることとするもの 

エ 改正後の１の規定(大学情報コーナー及び地域情報コーナーに係る部分に

限る。)は、平成２８年７月１日以後に利用を開始する場合の利用に係る料

金について適用し、同日前に利用を開始した場合の利用に係る料金について

は、なお従前の例によることとするもの 



 

 

議案第８８号  

 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民会館条例(昭和４０年相模原市条例第２６号)の一部を次のよう

に改正する。 

 「    「  

別表第１第１号アの表中 
 86,000円  

を 
 111,800円 

 113,000円   146,900円 

   」    」 

                                 

                 13,600円  17,600円 

4,500円  5,800円 

6,800円 8,800円 

4,500円 5,800円 

2,300円 2,900円 

1,800円 2,300円 

3,600円 4,600円 

4,000円 5,200円 

1,300円 1,600円 

800円 1,000円 

800円 1,000円 

17,200円 22,300円 

8,900円 11,500円 

6,100円 7,900円 

に改め、別表第１ 

「 「

」 

に改め、別表第１第３号の表 を 

」 

第２号アの表中 



 

 

「    「   

 2,400円  
を 
 2,500円  

  3,000円   3,900円  

            

「        「 

28,000円  36,400円 

38,000円 49,400円 

                   」        」 

「                「 

3,400円  4,400円 

 2,100円 2,700円 

             」        」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１第１号ア及び第３号並びに別表第２第１号ア

及び第２号の規定は、平成２９年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の別表第１第２号アの規定は、平成２８年１０月１日以

後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお

従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市民

会館及び相模原南市民ホールの利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案す

るものである。 

 

 

 

 

を に改める。 

を に改め、別表第２ 別表第２第１号アの表中 

第２号の表中 

に改める。 中 

」 」 



 

 

議案第８８号関係資料 

 

   相模原市立市民会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市民会館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

  ア ホールの基本利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

平日 ８６，０００円 １１１，８００円 

土曜日・日曜日・休日 １１３，０００円 １４６，９００円 

  イ 会議室等の基本利用料金 

室名           区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

第１大会議室 １３，６００円 １７，６００円 

第１中会議室 ４，５００円 ５，８００円 

第２大会議室 ６，８００円 ８，８００円 

第２中会議室 ４，５００円 ５，８００円 

第２小会議室 ２，３００円 ２，９００円 

第３小会議室 １，８００円 ２，３００円 

講習室 ３，６００円 ４，６００円 

第３中会議室 ４，０００円 ５，２００円 

第４小会議室 １，３００円 １，６００円 

第５小会議室 ８００円 １，０００円 

第６小会議室 ８００円 １，０００円 

あじさいの間 １７，２００円 ２２，３００円 

けやきの間 ８，９００円 １１，５００円 

ひばりの間 ６，１００円 ７，９００円 



 

 

  ウ 楽屋の利用料金 

室名          区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

第１楽屋・第２楽屋１室につき ２，４００円 ２，５００円 

第３楽屋～第５楽屋１室につき ３，０００円 ３，９００円 

（２）相模原南市民ホールの利用に係る料金の規定の改正(別表第２関係) 

  ア ホールの基本利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

平日 ２８，０００円 ３６，４００円 

土曜日・日曜日・休日 ３８，０００円 ４９，４００円 

  イ 楽屋の利用料金 

室名          区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

第１楽屋 ３，４００円 ４，４００円 

第２楽屋 ２，１００円 ２，７００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

  ア 改正後の１(１)ア及びウ並びに(２)の規定は、平成２９年４月１日以後の

利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお

従前の例によることとするもの 

イ 改正後の１(１)イの規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金

について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による

こととするもの 



 

 

議案第８９号  

 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立文化会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立文化会館条例(平成元年相模原市条例第２６号)の一部を次のように

改正する。 

            「         「 

215,000円  279,500円 

284,000円 369,200円 

149,000円 193,700円 

197,000円 256,100円 

27,000円 35,100円 

36,100円 46,900円 

                    」         」 

          

  

 

                 」         」 

   「         「 

3,300円  3,900円  

3,300円 4,200円 

3,300円 4,200円 

3,300円 4,200円 

3,300円 4,200円 

16,900円  21,900円 

5,500円 7,100円 

別表第１項第１号の表中 に改め、別表 

第２項第１号の表中 を に改め、別表第３項 

「 「 

を 



 

 

「 「 

」 

3,300円  4,200円  

3,300円 4,200円 

3,300円 4,200円 

10,200円 13,200円 

3,300円 3,300円 

5,100円 6,600円 

5,100円 6,600円 

           」         」 

 

 

  

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置)  

２ この条例による改正後の別表第１項第１号、第２項第１号及び第３項の規定は、

平成２９年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る

料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市文

化会館の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するも

のである。 

ピアノ(ヤマハＣ３Ｂ) ピアノ を に改める。

の表中 に改め、別表第４項第４号の表中 を 

」



 

 

議案第８９号関係資料 

 

   相模原市立文化会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市文化会館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）ホールの基本利用料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

大ホール 客席数１,７９０

席の場合 

平日 ２１５，０００円 ２７９，５００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

２８４，０００円 

 

３６９，２００円 

 

客席数１,２４０

席の場合 

平日 １４９，０００円 １９３，７００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

１９７，０００円 

 

２５６，１００円 

 

多目的ホール 平日 ２７，０００円 ３５，１００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

３６，１００円 ４６，９００円 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

リハーサル室 １６，９００円 ２１，９００円 

練習室 ５，５００円 ７，１００円 

 １日 

（２）リハーサル室等の基本利用料金 

（３）附属設備の利用料金 



 

 

区分 (９時～２２時) 

 現 行 改正後 

大ホール 楽屋１ ５，１００円 改定なし 

楽屋２ ３，３００円 ３，９００円 

楽屋３ ３，３００円 ４，２００円 

楽屋４ ３，３００円 ４，２００円 

楽屋５ ３，３００円 ４，２００円 

楽屋６ ３，３００円 ４，２００円 

楽屋７ ３，３００円 ４，２００円 

楽屋８ ３，３００円 ４，２００円 

楽屋９ ３，３００円 ４，２００円 

楽屋１０ １０，２００円 １３，２００円 

控室１ ３，３００円 改定なし 

多目的ホール 

 

控室２ ５，１００円 ６，６００円 

控室３ ５，１００円 ６，６００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１(１)から(３)までの規定は、平成２９年４月１日以後の利用に係

る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例に

よることとするもの 

 

 



 

 

議案第９０号  

 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立相模原市民ギャラリー条例の一部を改正する条例 

 相模原市立相模原市民ギャラリー条例(平成９年相模原市条例第９号)の一部を

次のように改正する。 

              

「 

 

「 

 

 

 

 

「 

 

 

 

 １５，０００円 ２０，０００円 

７，５００円 １０，０００円 

７，５００円 １０，０００円 

１９，５００円 ２６，０００円 

 ９，７００円 １３，０００円 

９，７００円 １３，０００円 

 

  １，０００円 １，５００円 ２，０００円 ４，５００円 

１，３００円 １，９００円 ２，６００円 ５，８００円 

」

を 

別表第１第１項第１号の表中 

を 

」 

に改め、別表第

１第２項第１号の表中 

に 改 め

」 

「

る。 

」



 

 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１第１項第１号及び第２項第１号の規定は、平

成２９年４月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る

使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

相模原市民ギャラリーの利用に係る使用料の規定の改正をいたしたく提案するも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第９０号関係資料 

 

   相模原市立相模原市民ギャラリー条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模原市民ギャラリーの利用に係る使用料の規定の改正(別表第１

関係) 

（１）展示室の基本使用料 

区分 

１日当たりの使用料 

現 行 改正後 

平日 
土曜日・日曜

日・休日 
平日 

土曜日・日曜

日・休日 

第１展示室 15,000円 20,000円 19,500円 26,000円 

第２展示室 7,500円 10,000円 9,700円 13,000円 

第３展示室 7,500円 10,000円 9,700円 13,000円 

（２）会議室の基本使用料 

区分 
使用料 

現 行 改正後 

午前(９時から１２時まで) 1,000円 1,300円 

午後(１３時から１７時まで) 1,500円 1,900円 

夜間(１８時から２２時まで) 2,000円 2,600円 

全日(９時から２２時まで) 4,500円 5,800円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１(１)及び(２)の規定は、平成２９年４月１日以後の利用に係る使

用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例に

よることとするもの 



 

 

議案第９１号  

 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例について 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の一部を改正する条例 

 相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例(平成１３年相模原市条例第２号)の一部を

次のように改正する。 

           「         「 

 

                   」         」 

           「         「 

80,000円  104,000円 

107,000円 139,100円 

18,000円 23,400円 

24,000円 31,200円 

3,400円 4,400円 

5,500円 7,100円 

3,400円 4,400円 

5,500円 7,100円 

2,800円 3,600円 

4,600円 5,900円 

4,300円  5,500円 

5,100円 6,600円 

5,100円 6,600円 

1,500円 1,900円 

1,500円 1,900円 

別表第２第１項の表中 に改め、別表第 を

別表第１第１項の表中 に改める。 を 



 

 

」 」 

      

 

    「    

   ピアノ(ヤマハＹＵ３)   

    

「    

 ピアノ  

           

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１第１項及び別表第２第１項の規定は、平成 

２９年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金

については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、杜
もり

のホール

はしもとの利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案する

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,300円  5,500円 

２第２項第３号及び第４号の表中 

に改める。 

」 

」 

を 



 

 

議案第９１号関係資料 

 

   相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

杜
もり

のホールはしもとの利用に係る料金の規定の改正(別表第１及び別表第２関

係) 

（１）施設の基本利用料金 

施設         利用区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

ホール 平日 ８０，０００円 １０４，０００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

１０７，０００円 １３９，１００円 

多目的室 平日 １８，０００円 ２３，４００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

２４，０００円 ３１，２００円 

練習室１ ３，４００円 ４，４００円 

練習室２ ５，５００円 ７，１００円 

練習室３ ３，４００円 ４，４００円 

音楽スタジオ ５，５００円 ７，１００円 

セミナールーム１ ２，８００円 ３，６００円 

セミナールーム２ ４，６００円 ５，９００円 

（２）附属設備の利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

ホール 楽屋１ ４，３００円 ５，５００円 



 

 

楽屋２ ５，１００円 ６，６００円 

 楽屋３ ５，１００円 ６，６００円 

控室 １，５００円 １，９００円 

多目的室 楽屋Ａ １，５００円 １，９００円 

楽屋Ｂ ４，３００円 ５，５００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

    改正後の１(１)及び(２)の規定は、平成２９年４月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による

こととするもの 



 

 

議案第９２号  

 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例に

ついて 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の一部を改正する条例 

 相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例(平成１９年相模原市条例第４４

号)の一部を次のように改正する。 

           

「 

 

 

 

」 

「 

 

 

 

」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１項第１号の規定は、平成２９年４月１日以後

の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従

１７，４００円 

２１，６００円 

２，３００円 

２２，６００円 

２８，０００円 

２，９００円 

別表第１項第１号の表中 

を 

に改める。 



 

 

前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

小田急相模原駅文化交流プラザの利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第９２号関係資料 

 

   相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザの利用に係る料金の規定の改正(別

表関係) 

施設の基本利用料金 

      利用区分 

施設 

１日(午前９時から午後１０時まで) 

現 行 改正後 

多目的ルーム 平日 １７，４００円 ２２，６００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

２１，６００円 ２８，０００円 

ミーティングルーム１ 
２，３００円 ２，９００円 

ミーティングルーム２ 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１の規定は、平成２９年４月１日以後の利用に係る料金について適

用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするも

の 



 

 

」

議案第９３号  

 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例について 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立城山文化ホール条例の一部を改正する条例 

 相模原市立城山文化ホール条例(平成２３年相模原市条例第２号)の一部を次の

ように改正する。 

          「 

 

「 

 

 

 

２４，４００円 

３１，７００円 

３，７００円 

                    

                    

 

 

                         

 

 

 

                       

附 則 

１８，８００円 

２４，４００円 

２，９００円 

９００円 

１，２００円 

１，１００円 

１，５００円 

別表第１項第１号の表中 を 

に改め、別表第２項の表中 

を 

「 

」

「 

に改める。 

」

」

「 



 

 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１項第１号及び第２項の規定は、平成２９年４

月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金について

は、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

城山文化ホールの利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第９３号関係資料 

 

   相模原市立城山文化ホール条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立城山文化ホールの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

（１）施設の基本利用料金 

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現 行 改正後 

多目的ホール 平日 １８，８００円 ２４，４００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

２４，４００円 ３１，７００円 

リハーサル室 ２，９００円 ３，７００円 

（２）附属設備の利用料金 

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現 行 改正後 

楽屋１ ９００円 １，１００円 

楽屋２ １，２００円 １，５００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

    改正後の１(１)及び(２)の規定は、平成２９年４月１日以後の利用に係る料

金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による

こととするもの 



 

 

議案第９４号  

 

相模原市立男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例につい

て 

相模原市立男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立男女共同参画推進センター条例(平成１１年相模原市条例第２７号)

の一部を次のように改正する。 

別表第１項第１号の表中 

                              

3,700円 5,100円 5,600円 14,400円 

1,700円 2,400円 2,600円 6,700円 

700円 900円 1,000円 2,600円 

700円 900円 1,000円 2,600円 

2,700円 3,700円 4,100円 10,500円 

900円 1,300円 1,400円 3,600円 

                 

 

3,800円 5,300円 5,800円 14,900円 

1,800円 2,500円 2,700円 7,000円 

800円 1,000円 1,100円 2,900円 

800円 1,000円 1,100円 2,900円 

2,800円 3,800円 4,200円 10,800円 

1,000円 1,400円 1,500円 3,900円 

 

「

「 

」 

を 

に改める。 

」 



 

 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項第１号の規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る

使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

男女共同参画推進センターの利用に係る使用料の規定の改正をいたしたく提案す

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第９４号関係資料 

 

   相模原市立男女共同参画推進センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立男女共同参画推進センターの利用に係る使用料の規定の改正(別表

関係) 

施設の基本使用料  

室名 利用単位(時間) 現 行 改正後 

セミナールーム１ 午前(９時から１２

時まで) 
３，７００円 ３，８００円 

午 後 (１ ３ 時 か ら 

１ ７ 時まで) 
５，１００円 ５，３００円 

夜間(１ ８ 時から 

２ ２ 時まで) 
５，６００円 ５，８００円 

全日(９時から２２

時まで) 
１４，４００円 １４，９００円 

セミナールーム２ 午前(９時から１２

時まで) 
１，７００円 １，８００円 

午 後 (１ ３ 時 か ら 

１ ７ 時まで) 
２，４００円 ２，５００円 

夜間(１ ８ 時から 

２ ２ 時まで) 
２，６００円 ２，７００円 

全日(９時から２２

時まで) 
６，７００円 ７，０００円 

セミナールーム３ 午前(９時から１２

時まで) 
７００円 ８００円 

午後(１ ３ 時から 

１ ７ 時まで) 
９００円 １，０００円 

夜間(１ ８ 時から 

２ ２ 時まで) 
１，０００円 １，１００円 

２ ２ 時まで) 



 

 

全日(９時から２２

時まで) 
２，６００円 ２，９００円 

セミナールーム４ 午前(９時から１２

時まで) 
７００円 ８００円 

午後(１ ３ 時から 

１ ７ 時まで) 
９００円 １，０００円 

夜間(１ ８ 時から 

２ ２ 時まで) 
１，０００円 １，１００円 

全日(９時から２２

時まで) 
２，６００円 ２，９００円 

セミナールーム５

(食工房) 

午前(９時から１２

時まで) 
２，７００円 ２，８００円 

午後(１ ３ 時から 

１ ７ 時まで) 
３，７００円 ３，８００円 

夜間(１ ８ 時から 

２ ２ 時まで) 
４，１００円 ４，２００円 

全日(９時から２２

時まで) 
１０，５００円 １０，８００円 

セミナールーム６

(生活工房) 

午前(９時から１２

時まで) 
９００円 １，０００円 

午後(１ ３ 時から 

１ ７ 時まで) 
１，３００円 １，４００円 

夜間(１ ８ 時から 

２ ２ 時まで) 
１，４００円 １，５００円 

全日(９時から２２

時まで) 
３，６００円 ３，９００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１の規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る使用料につい



 

 

て適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によることと

するもの 



 

 

 

議案第９５号  

 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立市民福祉会館条例の一部を改正する条例 

 相模原市立市民福祉会館条例(昭和５５年相模原市条例第２８号)の一部を次の

ように改正する。 

           「 

28,000円 

38,000円 

                                  」 

「 

36,400円 

48,400円 

                       」 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第２第１項の規定は、平成２８年１０月１日以後

の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従

前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

あじさい会館の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものである。 

別表第２第１項の表中 を 

に改める。 



 

 

 

議案第９５号関係資料 

 

   相模原市立市民福祉会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立あじさい会館の利用に係る料金の規定の改正(別表第２関係) 

基本利用料金 

区分 

１日 

(午前９時～午後１０時。ただし、大

和室以下の項については、午後６時～

午後１０時) 

現 行 改正後 

ホール 平日 ２８，０００円 ３６，４００円 

土曜日・日曜日・休日 ３８，０００円 ４８，４００円 

第１展示室 ９，５００円 改定なし 

第２展示室 ６，１００円 改定なし 

講習室 ３，９００円 改定なし 

研修室 ３，５００円 改定なし 

大和室 ４，０００円 改定なし 

第１和室 １，５００円 改定なし 

第２和室 ９００円 改定なし 

第３和室 ９００円 改定なし 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

    改正後の１の規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金について

適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとする

もの 



 

 

議案第９６号  

 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立けやき体育館条例の一部を改正する条例 

 相模原市立けやき体育館条例(平成１５年相模原市条例第２９号)の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１第１項第１号中備考以外の部分を次のように改める。 

 （１）基本利用料金 

施  設 利用単位(時間) 利 用 料 金 

体育室 
１／２ 

１日 

(９時～２２時) 

６，５００円 

全 面 １３，０００円 

機 能 訓 練 室 
３，９００円 

教 養 室 

和 室 ３，２００円 

教 室 ３，９００円 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表第１第１項第１

号の改正規定(和室に係る部分に限る。)及び附則第３項の規定は、公布の日から

施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１第１項第１号の規定(和室に係る部分を除

く。)は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前

の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の別表第１第１項第１号の規定(和室に係る部分に限



 

 

る。)は、平成２８年４月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の

利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

けやき体育館の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第９６号関係資料 

 

   相模原市立けやき体育館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立けやき体育館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

基本利用料金 

施設 利用単位(時間) 
利用料金 

現 行 改正後 

体育室 １／２ 

１日 

(９時～２２時) 

５，０００円 ６，５００円 

全 面 １０，２００円 １３，０００円 

機能訓練室 ３，９００円 改定なし 

教養室 ３，９００円 改定なし 

和室 ３，９００円 ３，２００円 

教室 ３，９００円 改定なし 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日。ただし、改正後の１の規定(和室に係る部分に限る。)

及び２(２)イの規定は、公布の日 

（２）経過措置 

ア 改正後の１の規定(和室に係る部分を除く。)は、平成２８年１０月１日以

後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例によることとするもの 

イ 改正後の１の規定(和室に係る部分に限る。)は、平成２８年４月１日以後

の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、な

お従前の例によることとするもの 

 

 

 



 

 

議案第９７号  

 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

 相模原市立ふれあいセンター条例(平成１１年相模原市条例第３３号)の一部を

次のように改正する。 

          

 

                

                               

  

 

 

 

 

 

                            

２，１００円  ２，７００円 

２，１００円  ２，７００円 

２，８００円 ３，６００円 

２，４００円 ３，１００円 

１，０００円 １，３００円 

３００円 ３００円 

１，４００円 １，８００円 

 ９００円 １，１００円 

５，０００円  ６，４００円 

２，３００円 ２，９００円 

２，０００円  ２，５００円 

２，８００円  ３，６００円 

３００円  ３００円 

１，０００円  １，３００円 

大人 ２００円  大人 ２６０円 

小人 １００円  小人 １３０円 

別表第２第１号アの表中 

「 「

に改め、 

同号イの表中 に改める。 を 

「  「

を 

」 」 

「  「  



 

 

６００円 ７５０円 

 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第２第１号ア(浴室に係る部分を除く。)及びイの

規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の

利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

新磯ふれあいセンター及び相模原市立東林ふれあいセンターの利用に係る料金の

規定の改正をいたしたく提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

」 」 



 

 

議案第９７号関係資料 

 

   相模原市立ふれあいセンター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市立新磯ふれあいセンターの利用に係る料金の規定の改正(別表第２

関係) 

施設 単位 
利用料金 

現 行 改正後 

多目的ホ

ール 

多目的ホール１ １日(午前９時

～午後１０時) 

５，０００円 ６，４００円 

多目的ホール２ ２，３００円 ２，９００円 

多目的ホール３ ２，０００円 ２，５００円 

交流広場 ２，８００円 ３，６００円 

陶芸窯室 陶芸窯での焼成

１時間につき 
３００円 改定なし 

大広間 夜間(午後６時

～午後１０時) 
１，０００円 １，３００円 

浴室 １回 大人２００円 大人２６０円 

小人１００円 小人１３０円 

（２）相模原市立東林ふれあいセンターの利用に係る料金の規定の改正(別表第２

関係) 

施設 単位 
利用料金 

現 行 改正後 

多目的室 多目的室１ １日(午前９時

～午後１０時) 

２，１００円 ２，７００円 

多目的室２ ２，１００円 ２，７００円 

多目的室３ ２，８００円 ３，６００円 

工作室 ２，４００円 ３，１００円 

会議室 １，０００円 １，３００円 

陶芸窯室 陶芸窯での焼成

１時間につき 
３００円 改定なし 



 

 

ふれあい ふれあい交流室１ 夜間(午後６時

～午後１０時) 

１，４００円 １，８００円 

交流室 ふれあい交流室２ ９００円 １，１００円 

団らん室 ６００円 ７５０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１(１)の規定(浴室に係る部分を除く。)及び(２)の規定は、平成 

２８年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る

料金については、なお従前の例によることとするもの 

 

 



 

 議案第９８号 

 

相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立産業会館条例の一部を改正する条例 

相模原市立産業会館条例(平成４年相模原市条例第２２号)の一部を次のように改

正する。 

           「         「 

40,700円  31,500 円 

54,200円 42,000 円 

11,300円  14,600 円 

45,200円 17,500 円 

29,400円 19,100 円 

14,700円 19,100 円 

4,500円 5,500 円 

7,900円 10,200 円 

9,600円 12,200 円 

                   」         」 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１第１項の規定(多目的ホール、国際商談室及

び懇談室に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の別表第１第１項の規定(多目的ホール、国際商談室及

別表第１第１項の表中 

 

を に改める。 



 

び懇談室に係る部分を除く。)は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金

について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

産業会館の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものである。 



 

 

議案第９８号関係資料 

 

   相模原市立産業会館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立産業会館の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

施設の基本利用料金 

区分 

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

多目的ホール 平日 ４０，７００円 ３１，５００円 

土曜日 

日曜日 

休日 

５４，２００円 ４２，０００円 

展示室 １１，３００円 １４，６００円 

国際商談室 ４５，２００円 １７，５００円 

懇談室 ２９，４００円 １９，１００円 

大研修室 １４，７００円 １９，１００円 

小研修室 ４，５００円 ５，５００円 

ＯＡ研修室 ７，９００円 １０，２００円 

多目的室 ９，６００円 １２，２００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

ア 改正後の１の規定(多目的ホール、国際商談室及び懇談室に係る部分に限 

る。)は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日

前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 

  イ 改正後の１の規定(多目的ホール、国際商談室及び懇談室に係る部分を除

く。)は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金について適用し、同

日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 



 議案第９９号 

 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立勤労者総合福祉センター条例(平成１５年相模原市条例第４６号)の一

部を次のように改正する。 

              「 

８，１５０円 

１６，３００円 

４，６００円 

９，２００円 

４，１００円 

４，１００円 

４，１００円 

４，１００円 

１，８００円 

３，６００円 

５，２００円 

６，８００円 

」 

「 

１０，５５０円 

２１，１００円 

別表第１第１項第１号の表中 を 



５，９５０円 

１１，９００円 

５，３００円 

５，３００円 

５，３００円 

５，３００円 

２，３００円 

４，６００円 

６，７００円 

８，８００円 

                  」 

「 

トレーニング室 大 人 ３００円 

                     」 

「 

トレーニング室 大 人 ３１０円 

        」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１第１項第１号の規定は、平成２８年１０月１

日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、

なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

勤労者総合福祉センターの利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するも

のである。 

に改め、別表第１第２項の表中 

を 

に改める。 



 

 

議案第９９号関係資料 

 

   相模原市立勤労者総合福祉センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立勤労者総合福祉センターの利用に係る料金の規定の改正(別表第１

関係) 

（１）専用利用に係る基本利用料金 

区分 

１日 

(午前９時～午後１０時) 

現 行 改正後 

ホール 平日 ２５，０００円 改定なし 

土曜日 

日曜日 

休日 

 

３４，０００円 

 

改定なし 

多目的室 

 

１／２ ８，１５０円 １０，５５０円 

全面 １６，３００円 ２１，１００円 

第１研修室 

 

１／２ ４，６００円 ５，９５０円 

全面 ９，２００円 １１，９００円 

第２研修室 ４，１００円 ５，３００円 

第１会議室 ４，１００円 ５，３００円 

第２会議室 ４，１００円 ５，３００円 

工芸室 ４，１００円 ５，３００円 

教養文化室 １／２ １，８００円 ２，３００円 

全面 ３，６００円 ４，６００円 

音楽練習室 ５，２００円 ６，７００円 

リハーサル室 ６，８００円 ８，８００円 

（２）個人利用料金 

 

区分 

１日 

(午前９時～午後１０時) 



 

 

現 行 改正後 

多目的室 大人 ３００円 改定なし 

小人 １５０円 改定なし 

教養文化室 大人 ３００円 改定なし 

小人 １５０円 改定なし 

トレーニング室 大人 ３００円 ３１０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１(１)の規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金につ

いて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることと

するもの 



 議案第１００号 

 

相模原市立自然の村条例の一部を改正する条例について 

相模原市立自然の村条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立自然の村条例の一部を改正する条例 

相模原市立自然の村条例(昭和５９年相模原市条例第９号)の一部を次のように改

正する。 

第８条第６項中「ものとする」を「ものとみなす」に改める。 

      「               「 

大人   ３，５００円 

小人    ２，５００円 

 大人      ３，６００円 

小人      ２，６００円 

大人   ５，５００円 大人     ５，５００円 

大人   ４，０００円 

小人   ２，８００円 

大人      ４，２００円 

小人     ２，９００円 

大人   ６，０００円 大人      ６，０００円 

１，０００円 １，３００円 

３５０円 ４５０円 

」                」 

める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、平成２８年７月１日以後の利用に

係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例に

よる。 

別表第２中 を に改 



 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

相模川自然の村の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提

案するものである。 



 

 

議案第１０１号関係資料 

 

   相模原市立相模の大凧センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模の大凧センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

基本利用料金 

   利用単位 

室 名  

１日 

(９時～２２時) 

現 行 改正後 

工作室 ６，１００円 ７，３００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の１の規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金について 

適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとする 

もの 



 議案第１０２号 

 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の一部を改正する条例 

相模原市立鳥居原ふれあいの館条例(平成１７年相模原市条例第１２５号)の一部

を次のように改正する。 

    「              「 

１，０００円  １，３００円 

１，０００円 １，３００円 

５００円 ６５０円 

」              」 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の別表の規定は、平成２８年７月１日以後の利用に係る

料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

鳥居原ふれあいの館の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するもので

ある。 

別表中 を に改める。 



 

 

議案第１０２号関係資料 

 

   相模原市立鳥居原ふれあいの館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立鳥居原ふれあいの館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

区分 単位 
利用料金 

現 行 改正後 

舞台 １時間につき １，０００円 １，３００円 

研修・練習室 １時間につき 全室 １，０００円 １，３００円 

半室 ５００円 ６５０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の１の規定は、平成２８年７月１日以後の利用に係る料金について適 

用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 

 



 議案第１０３号 

 

相模原市立藤野やまなみ温泉条例の一部を改正する条例について 

相模原市立藤野やまなみ温泉条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立藤野やまなみ温泉条例の一部を改正する条例 

相模原市立藤野やまなみ温泉条例(平成１８年相模原市条例第１０１号)の一部を

次のように改正する。 

    「             「 

６００円  ７８０円 

３００円  ３９０円 

３００円 ３９０円 

９００円 １，１７０円 

５００円 ６５０円 

５００円 ６５０円 

                」             」 

備考４中「１００円」を「１３０円」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立 

藤野やまなみ温泉の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものであ

る。 

別表中 を に改め、同表 



 

 

議案第１０３号関係資料 

 

   相模原市立藤野やまなみ温泉条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立藤野やまなみ温泉の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

区分 現 行 改正後 

温

泉

施

設 

３時間まで 大人 ６００円 ７８０円 

小学生 ３００円 ３９０円 

障害児者 ３００円 ３９０円 

１日 大人 ９００円 １，１７０円 

小学生 ５００円 ６５０円 

障害児者 ５００円 ６５０円 

超過時間１時間につき １００円 １３０円 

２ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 



 議案第１０４号 

 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例について 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立環境情報センター条例の一部を改正する条例 

相模原市立環境情報センター条例(平成１７年相模原市条例第１２６号)の一部を

次のように改正する。 

第２７条中「及び第９条第２項」を「並びに第９条第２項」に改める。 

 別表第１項の表学習室の項中「４，４００円」を「５，７００円」に改め、同表

活動室の項中「３，６００円」を「４，６００円」に改める。         

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１項の規定は、平成２８年７月１日以後の利用

に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例

による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

環境情報センターの利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく

提案するものである。 



 

 

議案第１０４号関係資料 

 

   相模原市立環境情報センター条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立環境情報センターの利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

  基本利用料金  

区分 
１日(午前９時から午後１０時まで) 

現 行 改正後 

学習室 ４，４００円 ５，７００円 

活動室 ３，６００円 ４，６００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の１の規定は、平成２８年７月１日以後の利用に係る料金について適 

用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするもの 



 議案第１０５号 

 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模川ふれあい科学館条例(昭和６２年相模原市条例第１０号)の一部

を次のように改正する。 

別表個人の項中「３００円」を「３９０円」に、「１００円」を「１３０円」に

改め、同表団体(２０人以上)の項中「２４０円」を「３１０円」に、「８０円」を

「１００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。   

  

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

相模川ふれあい科学館の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するもの

である。 



 

 

議案第１０５号関係資料 

 

   相模原市立相模川ふれあい科学館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立相模川ふれあい科学館の利用に係る料金の規定の改正(別表関係) 

区分 
大人 小人 

現 行 改正後 現 行 改正後 

個人 ３００円 ３９０円 １００円 １３０円 

団体(２０人以上) １人につき

２４０円 

１人につき 

３１０円 

１人につき

８０円 

１人につき

１００円 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

 



議案第１０６号  

 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市都市公園条例の一部を改正する条例 

相模原市都市公園条例(昭和４５年相模原市条例第１１号)の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項第４号及び第５条第９号中「使用する」を「利用する」に改める。 

第６条の２第１項中「使用させる」を「利用させる」に改め、同条第２項中「使

用しよう」を「利用しよう」に、「許可」を「承認」に改め、同条第３項中「許 

可」を「承認」に改める。 

第９条中「又は第３条第１項若しくは」を「若しくは第３条第１項の許可又は」

に、「許可」を「承認」に改める。 

第１０条中「許可」の次に「又は承認」を加える。 

第１２条第１項中「使用の」を「利用の」に改め、同条第２項中「第３項」の次

に「の許可」を加え、「の許可」を「の承認」に、「使用に係る許可」を「利用に係

る承認」に、「使用の」を「利用の」に改める。 

第１３条第１項中「使用の」を「利用の」に改め、同条第２項中「第３項」の次

に「の許可」を加え、「の許可」を「の承認」に、「使用の」を「利用の」に改め

る。 

第１４条の見出し中「使用期間等」を「利用期間等」に改め、同条中「使用の」

を「利用の」に改める。 

第１７条第４号中「使用した」を「利用した」に改める。 

第２０条の６第２号中「使用の許可」を「利用の承認」に改め、同条第５号ただ

し書を次のように改める。 

ただし、第３条第１項又は第３項の規定によつてした許可の取消し、その効



力の停止又はその条件の変更を除く。 

第２０条の７第１項中「許可」を「承認」に、「使用」を「利用」に改め、同条

第２項中「別表第４第１項の表」を「同表第１項の表」に改め、同条第３項中「専

用使用する」を「専用利用する」に改める。 

 「        

 別表第１の３中 

 専用使用 

8時 30分～17時 

 

を 

    

 一般使用 

8時 30分～21時 30分 

    
 

 

   」      

「 

専用利用 

8時 30分～17時 

 

に、 

    

一般利用 

8時 30分～21時 30分 

    
 

 

                   」 

「 

専用使用・一般使用 

9時～20時 15分 

特別専用使用 

6時 30分～8時 30分 

20時 30分～24時 

 

を 

    

専用使用・一般使用 

9時～21時 30分 

    
 

 

                   」 

「 

専用利用・一般利用 

9時～20時 15分 

特別専用利用 

6時 30分～8時 30分 

20時 30分～24時 

 

 

 

に、 

    



専用利用・一般利用     
 

 
9時～21時 30分 

                   」 

「 

専用使用・一般使用 

10時～18時 

 
を 

    

                   」 

「 

専用利用・一般利用 

10時～18時 

 
に改め、同表備考２中「の専用使用」

                   」 

を「の専用利用」に、「使用する」を「利用する」に、「一般使用」を「一般利用」

に、「専用使用以外」を「専用利用以外」に、「特別専用使用」を「特別専用利用」

に改める。 

 別表第２第５項中「使用許可」を「利用承認」に改め、同項第１号の表中 

「     「     

 
専用使用 

市       民    
専用利用 

市       民   

 市 民 以 外 の も の  
を 
 市 民 以 外 の も の  

に、
 
一般使用 

大 人   
一般利用 

大 人  

 小 人    小 人   

                」                 」 

「 

専用使用 

入場料等

を徴収し

ない場合 

市  民 

2時間につき 

3,300円  

市民以外

のもの 
16,500円 

 

入場料等を徴収する

場合 
33,000円 

 

一般使用 1            回 3,300円  

市 民 
2時間につき 

4,000円  

市 民 以 外 の も の 6,000円  



専用使用 
市 民 

2時間につき 
2,000円  を 

市 民 以 外 の も の 10,000円  

一般使用 1            回 2,000円  

専用使用 
市 民 

2時間につき 
2,000円  

市 民 以 外 の も の 10,000円  

一般使用 1            回 2,000円  

専用使用 
市 民 

2時間につき 
1,000円  

市 民 以 外 の も の 5,000円  

一般使用 1            面 1,000円  

                           」 

「 

専用利用 

入場料等

を徴収し

ない場合 

市  民 

2時間につき 

4,200円  

市民以外

のもの 
21,400円 

 

入場料等を徴収する

場合 
42,900円 

 

一般利用 1            回 4,200円  

市 民 
2時間につき 

5,200円  

市 民 以 外 の も の 7,800円  

専用利用 
市 民 

2時間につき 
2,600円  に、 

市 民 以 外 の も の 13,000円   

一般利用 1            回 2,600円  

専用利用 
市 民 

2時間につき 
2,600円  

市 民 以 外 の も の 13,000円  

一般利用 1            回 2,600円  

専用利用 
市 民 

2時間につき 
1,300円  

市 民 以 外 の も の 6,500円  

一般利用 1            面 1,300円  

                           」 

 



「                 「 

半面使用 
市 民    

半面利用 
市 民   

市 民 以 外 の も の    市 民 以 外 の も の   

全面使用 
市 民    

全面利用 
市 民   

市 民 以 外 の も の    市 民 以 外 の も の   

１ 面 
市 民  を  

１ 面 
市 民  に改

市 民 以 外 の も の    市 民 以 外 の も の   

専 用 使 用    専 用 利 用   

一般使用 
大 人    

一般利用 
大 人   

小 人    小 人   

                」                 」 

め、同表備考２中「専用使用」を「専用利用」に、「使用する」を「利用する」に、

「一般使用」を「一般利用」に改め、同表備考３中「。以下同じ」を削り、同表備

考４中「使用の許可」を「利用の承認」に改め、同項第２号の表備考１中「使用す

る」を「利用する」に改め、同表備考３中「使用の許可」を「利用の承認」に改め、

同表備考４中「使用する」を「利用する」に改める。 

 別表第４第１項の表中 

「  

専 用 

使 用 

市 民 １日(8時 30分

～18時 30分) 

40,000円   

市 民 以 外 の も の 100,000円   

一 般 

使 用 

個 人 
大 人 

１回 

200円   

小 人 100円   

団 体 
２０人ま

でごと 
1,000円 

 
 

を 
専 用 

使 用 

市 民 １日(8時 30分

～18時 30分) 

35,000円  

市 民 以 外 の も の 87,500円   

一 般 

使 用 

個 人 
大 人 

１回 

200円   

小 人 100円   

団 体 
２０人ま

でごと 
1,000円 

  

」 



「 

専 用 

利 用 

市 民 １日(8時 30分

～18時 30分) 

52,000円   

市 民 以 外 の も の 130,000円   

一 般 

利 用 

個 人 
大 人 

１回 

260円   

小 人 130円   

団 体 
２０人ま

でごと 
1,300円 

 
 

に、 
専 用 

利 用 

市 民 １日(8時 30分

～18時 30分) 

45,500円  

市 民 以 外 の も の 113,700円   

一 般 

利 用 

個 人 
大 人 

１回 

260円   

小 人 130円   

団 体 
２０人ま

でごと 
1,300円 

  

                              」 

「            「 

専 用 

使 用 

入場料等を

徴収しない

場合 

 

を 

 

専 用 

利 用 

入場料等を

徴収しない

場合 

 

に、 

   

入場料等を

徴収する場

合 

  入場料等を

徴収する場

合 

 

           」            」 

「 

一 般 

使 用 

大 人 

１回 

800円   

中 人 600円  を 

小 人 400円   

                              」 

「 

一 般 

利 用 

大 人 

１回 

1,000円   

中 人 750円  に、 



 小 人  500円   

                              」 

「                 「 

特 別 

専 用 

使 用 

市 民  

を 

 特 別 

専 用 

利 用 

市 民  

に、

市 民 以 外 の も の   市 民 以 外 の も の  

専 用 

使 用 

全コース 

入場料等を徴収

しない場合 

  

専 用 

利 用 

全コース 

入場料等を徴収

しない場合 

 

入場料等を徴収

する場合 

  入場料等を徴収

する場合 

 

２コース   ２コース  

一 般 

使 用 

大 人   一 般 

利 用 

大 人  

小 人   小 人  

                」                 」 

「 

一 般 

使 用 

大 人 １日(9時～21

時 30分) 

600円  
を 

小 人 300円  

                              」 

「 

一 般 

利 用 

大 人 １日(9時～21

時 30分) 

780円  
に改め、同表

小 人 390円  

                              」 

備考２中「専用使用する」を「専用利用する」に、「専用使用の許可」を「専用利

用の承認」に改め、同表備考３中「使用の許可」を「利用の承認」に、「特別専用

使用」を「特別専用利用」に改め、別表第４第３項の表備考１中「専用使用する」

を「専用利用する」に改め、同表備考２中「使用する」を「利用する」に改め、同

表備考３中「使用の許可」を「利用の承認」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



 (経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第２第５項第１号及び別表第４第１項の規定(一

般利用に係る部分を除く。)は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る使用料

及び料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び料金については、なお

従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、都市公園の

利用に係る使用料及び料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案する

ものである。 

 



 

 

議案第１０６号関係資料 

 

   相模原市都市公園条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）有料公園施設の利用に係る使用料の規定の改正(別表第２関係) 

種 類 単 位 
金 額 

現 行 改正後 

野球場 横山

公園 

専用

利用 

入場料等

を徴収し

ない場合 

市民 ２ 時 間

に つ き 

3,300円 4,200円 

市民以外

のもの 
16,500円 21,400円 

入場料等を徴収する

場合 
33,000円 42,900円 

一般

利用 

１回 
3,300円 4,200円 

相模

湖林

間公

園 

市民 ２ 時 間

に つ き 

4,000円 5,200円 

市民以外のもの 

6,000円 7,800円 

軟式野球場  専用

利用 

市民 ２ 時 間

に つ き 

2,000円 2,600円 

市民以外のもの 10,000円 13,000円 

一般

利用 

１回 
2,000円 2,600円 

少年野球・ソ

フトボール場 

専用

利用 

市民 ２ 時 間

に つ き 

2,000円 2,600円 

市民以外のもの 10,000円 13,000円 

一般

利用 

１回 
2,000円 2,600円 

テニス場 専用

利用 

市民 ２ 時 間

に つ き 

1,000円 1,300円 

市民以外のもの 5,000円 6,500円 

一般 １面 
1,000円 1,300円 



 

 

 利用    

（２）運動施設の利用料金(別表第４関係) 

種類 単 位 
金 額 

現 行 改正後 

競
技
場 

専用利用 市民 １日 

(8時 30分 

～18時 30分) 

40,000円 52,000円 

市民以外のもの 
100,000円 130,000円 

一般利用 個人 大人 １回 200円 260円 

小人 100円 130円 

団体 

 

２０人まで

ごと 
1,000円 1,300円 

第
２
競
技
場 

専用利用 

 

 

市民 １日 

(8時 30分 

～18時 30分) 

35,000円 45,500円 

市民以外のもの 87,500円 113,700円 

一般利用 個人 大人 １回 200円 260円 

小人 100円 130円 

団体 ２０人まで

ごと 
1,000円 1,300円 

 
専用利用 入場料

等を徴

収しな

い場合 

市民 １日 

(9時 

～20時 15分) 

157,500円 改定なし 

市民以外の

もの 
191,300円 改定なし 

 入場料

等を徴

収する

場合 

市民  
315,000円 改定なし 

市民以外の

もの 
382,500円 改定なし 

一般利用 大人 １回 800円 1,000円 

中人 600円 750円 

小人 400円 500円 

特別専用 市民 早朝   



 

 

 

ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場 

利用  

 

(6時30分 

～8時30分) 

28,000円 改定なし 

  夜間Ａ 

(20時30分 

～21時30分) 

14,000円 改定なし 

夜間Ｂ 

(21時45分 

～22時45分) 

14,000円 改定なし 

夜間Ｃ 

(23時～24時) 
14,000円 改定なし 

市民以外のもの 早朝 

(6時30分 

～8時30分) 

34,000円 改定なし 

夜間Ａ 

(20時30分 

～21時30分) 

17,000円 改定なし 

夜間Ｂ 

(21時45分 

～22時45分) 

17,000円 改定なし 

夜間Ｃ 

(23時～24時) 
17,000円 改定なし 

水
泳
プ
ー
ル 

専用利用 全コ

ース 

入場料等を徴

収しない場合 

１日 

(9時 

～21時30分) 

156,300円 改定なし 

入場料等を徴

収する場合 
312,500円 改定なし 

２コース 31,300円 改定なし 

一般利用 大人 2,500円 改定なし 

小人 1,250円 改定なし 

ト
レ
ー 

一般利用 大人 １日 

(9時 
600円 780円 



 

 

ニ
ン
グ
室 

 小人 ～21時30分) 
300円 390円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１(１)及び(２)の規定(一般利用に係る部分を除く。)は、平成２８

年１０月１日以後の利用に係る使用料及び料金について適用し、同日前の利用

に係る使用料及び料金については、なお従前の例によることとするもの 



 議案第１０７号 

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の

一部を改正する条例について 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の

一部を改正する条例 

相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(昭和４７

年相模原市条例第１２号)の一部を次のように改正する。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１(第４０条関係) 

種 

別 
区分 手数料の額 

家

庭

系

廃

棄

物 

し尿 （１）人員によるもの(世帯人員１

人当たり月３６リットル以下の

場合に限る。) 

１人につき 月額 ２２０円 

（２）従量によるもの((１)により

がたい場合) 

３６リットルにつき ２２０円 

浄化槽汚泥等 市が収集し、及び

運搬するとき。 

３６リットルにつき １７０円 

特定家庭用機器

廃棄物(特定家

庭用再商品化法 

市が収集し、及び

運搬するとき。 

１個につき １，９５０円 

 



(平成１０年法

律第９７号)に

規定する当該特

定家庭用機器廃

棄物の再商品化

等に必要な料金

を支払済みのも

のに限る。) 

  

 

 

 

市長の指定する施

設へ搬入すると

き。 

 

１個につき １，３００円 

 

 

 

粗大ごみ 市が収集し、運搬

し、及び処分する

とき。 

１０キログラムにつき３２０円を基

準として品目別に規則で定める額 

 

市長の指定する施

設へ搬入すると

き。 

１０キログラムにつき １５０円 

上記以外の廃棄

物 

一時に１００キロ

グラム以上のもの

を市が収集し、運

搬し、及び処分す

るとき。 

１０キログラムにつき ３２０円 

一時に１００キロ

グラム以上のもの

を市長の指定する

一般廃棄物処理施

設等へ搬入すると

き。 

１０キログラムにつき １５０円 

事

業

系

一

般 

し尿 ３６リットルにつき ２５０円 

浄化槽汚泥等 市が収集し、及び

運搬するとき。 

３６リットルにつき ２３０円 

上記以外の廃棄

物 

市長の指定する一

般廃棄物処理施設 

１０キログラムにつき ２３０円 



廃

棄

物 

 等へ搬入すると

き。 

 

別表第１中備考１を削り、備考２を備考１とし、備考３を備考２とし、備考４を

備考３とする。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２(第４１条関係) 

区分 費用の額 

市長の指定する一般廃棄物処理施設へ

搬入するとき。 

１０キログラムにつき ２３０円 

 備考 産業廃棄物の処分に要する費用を算出する基礎となる数量に１０キログラ

ム未満の端数があるときは、その数量を１０キログラムとして計算する。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。   

 (経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第１の規定(特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機

器再商品化法(平成１０年法律第９７号)に規定する当該特定家庭用機器廃棄物の

再商品化等に必要な料金を支払済みのものに限る。)のうち市が収集し、及び運

搬するもの並びに粗大ごみのうち市が収集し、運搬し、及び処分するものに係る

部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に市が収集、運搬及び処分の申込み

を受けたものについて適用し、同日前に市が収集、運搬及び処分の申込みを受け

たものについては、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益と負担の適正化、ごみの発生及び排出の抑制による減量化及び資源化の推

進並びに最終処分場の延命化を図るため、一般廃棄物等処理手数料の規定の改正

その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 



 

 

議案第１０７号関係資料 

 

   相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例の 

改正の概要 

 

１ 改正の内容 

一般廃棄物等処理手数料の規定の改正(別表第１及び別表第２関係) 

（１）ごみ処理手数料 

区分 現 行 改正後 

特定家庭用機

器廃棄物(家

電リサイクル

法品目)※ 

収集及び運搬 

 
1個につき 1,500円 1個につき 1,950円 

搬入 
1個につき 1,000円 1個につき 1,300円 

粗大ごみ 収集、運搬及

び処分 

1kgにつき 25円を基準

として品目別に規則で

設定(1個につき) 

10kgにつき 320円を基

準として品目別に規則

で設定(1個につき) 

搬入 10kgにつき 120円 10kgにつき 150円 

上記以外の廃

棄物 

(100kg以上) 

収集、運搬及

び処分 
10kgにつき 250円 10kgにつき 320円 

搬入 10kgにつき 120円 10kgにつき 150円 

事業系一般廃

棄物(し尿及

び浄化槽汚泥

等を除く。) 

収集、運搬及

び処分 
10kgにつき 360円 廃止 

搬入 
10kgにつき 180円 10kgにつき 230円 

産業廃棄物の搬入 10kgにつき 180円 10kgにつき 230円 

  ※ 特定家庭用機器廃棄物(家電リサイクル法品目)とは、特定家庭用機器再商

品化法(平成１０年法律第９７号)第２条第５項に規定する特定家庭用機器廃

棄物のうち、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な料金を支払済

みのものをいう。 

（２）し尿等処理手数料 

  ア し尿 



 

 

区分 現 行 改正後 

家庭系し尿 

 

基本料金 100円 廃止 

(世帯人員 1人当たり月 36リット

ル以下の場合) 

1人につき月額 

120円 220円 

(人員によりがたい場合) 

36リットルにつき 
120円 220円 

事業系し尿 

 

基本料金 100円 廃止 

36リットルにつき 180円 250円 

  イ 浄化槽汚泥等(収集及び運搬) 

区分 現 行 改正後 

家庭系浄化

槽汚泥等 

基本料金 600円 廃止 

36リットルにつき 120円 170円 

事業系浄化

槽汚泥等 

基本料金 600円 廃止 

36リットルにつき 180円 230円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

平成２８年４月１日   

（２）経過措置 

   改正後の１(１)の規定(特定家庭用機器廃棄物(家電リサイクル法品目)のう

ち市が収集し、及び運搬するもの並びに粗大ごみのうち市が収集し、運搬し、

及び処分するものに係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に市が収

集、運搬及び処分の申込みを受けたものについて適用し、同日前に市が収集、

運搬及び処分の申込みを受けたものについては、なお従前の例によることとす

るもの 



 議案第１０８号 

 

相模原市下水道条例の一部を改正する条例について 

相模原市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市下水道条例の一部を改正する条例 

相模原市下水道条例(昭和４３年相模原市条例第２６号)の一部を次のように改正

する。 

第５条第２項中「ところによる」を削る。 

第７条後段を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前条第２項の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、「検

査済証」とあるのは、「認定証」と読み替えるものとする。 

第８条第２項及び第８条の２第２項中「、その他」を「その他」に改める。 

 第８条の３第１項第１号中「その」を「、その」に改め、同条第２項中「前項第

４号」を「同項第４号」に改める。 

 第１６条の７第１号中「処分をした」を「処分をし、又は必要な措置を命じた」

に改める。 

 第１８条各号列記以外の部分中「指定下水道工事店」を「下水道工事店」に、

「登録等」を「指定等」に改め、同条第１号中「指定下水道工事店登録手数料」を

「下水道工事店指定手数料」に、「１０，０００円」を「１２，２００円」に、

「３，０００円」を「３，５００円」に改め、同条第２号中「２，０００円」を

「２，３００円」に改め、同条第３号中「３，０００円」を「３，２００円」に、

「７，０００円」を「８，６００円」に、「２，０００円」を「２，３００円」に

改める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



 (経過措置) 

２ この条例による改正後の第１８条の規定は、この条例の施行の日以後にされる

下水道工事店の指定等の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた下水

道工事店の指定等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、下水道工事

店の指定等の申請に係る手数料の額の規定の改正その他所要の改正をいたしたく

提案するものである。 



議案第１０８号関係資料 

 

   相模原市下水道条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

下水道工事店の指定等の申請に係る手数料の額の規定の改正(第１８条関係) 

区分 現 行 改正後 

下水道工事店指定手数料 ― ― 

 新規 １０，０００円 １２，２００円 

更新 ３，０００円 ３，５００円 

責任技術者登録手数料 ２，０００円 ２，３００円 

再交付手数料 ― ― 

 相模原市指定下水道工事店証 ３，０００円 ３，２００円 

相模原市指定下水道工事店標

示板 
７，０００円 ８，６００円 

相模原市排水設備工事責任技

術者証 
２，０００円 ２，３００円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の１の規定は、この条例の施行の日以後にされる下水道工事店の指定

等の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた下水道工事店の指定等

の申請に係る手数料については、なお従前の例によることとするもの 



                             議案第１０９号 

 

   相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２７年８月２５日提出 

 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

   相模原市立公民館条例の一部を改正する条例 

 相模原市立公民館条例(昭和３９年相模原市条例第５１号)の一部を次のように改

正する。 

 第１条及び第２条中「および」を「及び」に改める。 

 第３条の見出し中「使用」を「利用」に、「および」を「及び」に改め、同条第１

項中「および」を「及び」に、「使用しよう」を「利用しよう」に改める。 

 第４条(見出しを含む。)中「使用」を「利用」に改める。 

 第５条の見出し中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分

及び第１号中「使用」を「利用」に改め、同条第３号中「使用の」を「利用の」に、

「使用者」を「利用者」に改める。 

 第６条中「使用者は、使用」を「利用者は、利用」に改める。 

 第８条第１項中「使用者」を「利用者」に、「使用を」を「利用を」に、「使用の」

を「利用の」に改め、同条第２項中「使用者」を「利用者」に改める。 

附則第４項中「桂北公民館」を「相模湖公民館」に、「使用に」を「利用に」に改

める。 

附則第８項中「使用に」を「利用に」に改める。 

  「    「    

附則第９項の表中 使用区分  を  利用区分  に改める。

   」    」  

  「    「    

別表中  桂北公民館  を  相模湖公民館  に改める。 

   」    」  



附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  桂北公民館の名称を相模湖公民館に変更するための規定の改正その他所要の改

正をいたしたく提案するものである。 

 
 



議案第１０９号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桂北公民館 

国道４１２号  

与 瀬 

相模湖駅  

相模湖  

桂北小学校  

北相中学校  

相模湖総合事務所  

県立相模湖公園  

与瀬本町 

施設の概要 

変更後の名称 相模湖公民館 

位    置 相模原市緑区与瀬１１３４番地３ 

構    造 木造２階建 

延 べ 床 面 積 ９３９．３４㎡ 

 



議案第１１０号  

 

相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例について 

相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市体育館に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市体育館に関する条例(昭和３２年相模原市条例第２９号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「使用できる」を「利用できる」

に改める。 

第６条の見出しを「(利用の承認)」に改め、同条第１項中「使用しよう」を「利

用しよう」に、「許可」を「承認」に改め、同条第２項中「許可」を「承認」に改

め、同条第３項中「許可」を「承認」に改め、同項第３号中「使用する」を「利用

する」に改める。 

第７条の見出し中「使用許可」を「利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分

中「使用の許可」を「利用の承認」に改め、「又は」の次に「利用を」を加え、「使

用者」を「利用者」に改め、同条第２号中「使用の許可」を「利用の承認」に改め、

同条第３号中「使用の」を「利用の」に、「使用した」を「利用した」に改め、同

条第４号中「使用の許可」を「利用の承認」に改める。 

 第８条第１項中「使用者」を「利用者」に、「定める」を「掲げる額に教育委員

会規則で定める利用単位時間を３０分で除して得た値を乗じて得た額の」に改め、

同条第２項中「ある」の次に「と認める」を加える。 

 第９条中「使用者」を「利用者」に、「使用の」を「利用の」に改める。 

 第１０条の見出し中「許可」を「承認」に改め、同条中「使用者」を「利用者」

に、「許可」を「承認」に改める。 

 第１３条第１項中「使用者」を「利用者」に、「使用を」を「利用を」に、「使用

の許可」を「利用の承認」に、「使用の制限」を「利用の制限」に改め、同条第２



項中「使用者」を「利用者」に改める。 

 第２０条第１号中「使用できる」を「利用できる」に改め、同条第２号中「使

用」を「利用」に、「許可」を「承認」に改め、同条第３号中「許可」を「承認」

に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表(第８条関係) 

（１）本館使用料 

用途の区分 利用種別 金額 

スポーツの場合 入場料を徴収しない場合３０分につき １９０円 

入場料を徴収する場合３０分につき ４４０円 

その他の場合 入場料を徴収しない場合３０分につき ３１０円 

入場料を徴収する場合３０分につき ６３０円 

（２）附属施設使用料 

施設の名称 単位 金額 

弓道場 ３０分につき ９０円 

柔道場 ３０分につき ９０円 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の第８条第１項及び別表の規定は、平成２８年１０月１

日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市体

育館の利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するも

のである。 



 

 

議案第１１０号関係資料 

 

   相模原市体育館に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市体育館の利用に係る使用料の規定の改正(第８条及び別表関係) 

（１）利用単位時間による使用料の計算 

使用料の額は、(２)及び(３)の改正後の使用料の額に教育委員会規則で定め

る利用単位時間を３０分で除して得た値を乗じて得た額とするもの 

（２）本館使用料 

用途の

区分 
利用種別 

金 額 

現 行 改正後 

午前

8:30～

12:00 

午後 

13:00～

17:00 

夜間 

18:00～

22:00 

昼間 

8:30～

17:00 

昼夜 

13:00～

22:00 

全日 

8:30～

22:00 

３０分

につき 

ス
ポ
ー
ツ
の
場
合 

入場料を

徴収しな

い場合 

800円 1,100円 1,500円 1,900円 2,600円 3,400円 190円

入場料を

徴収する

場合 

2,300円 2,600円 3,000円 4,900円 5,600円 7,900円 440円

そ
の
他
の
場
合 

入場料を

徴収しな

い場合 

1,500円 1,800円 2,300円 3,300円 4,100円 5,600円 310円

入場料を

徴収する

場合 

3,000円 3,800円 4,500円 6,800円 8,300円11,300円 630円

（３）附属施設使用料 

 

 

金 額 

現 行 改正後 



 

 

施設の名称 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日 
３０分 

につき 
8:30～

12:00 

13:00～

17:00 

18:00～

22:00 

8:30～

17:00 

13:00～

22:00 

8:30～

22:00 

弓道場 300円 500円 800円 800円 1,300円 1,600円 90円

柔道場 300円 500円 800円 800円 1,300円 1,600円 90円

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の１(１)、(２)及び(３)の規定は、平成２８年１０月１日以後の利用

に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従

前の例によることとするもの 

 



議案第１１１号  

 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例について 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立総合体育館条例の一部を改正する条例 

相模原市立総合体育館条例(昭和５６年相模原市条例第１５号)の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第２項ただし書中「別表第１項第１号アの表全日(９時～２２時)の欄」を

「別表第１項第１号アの表」に、「同表午前(９時～１２時)の欄」を「同表」に改

める。 

第７条及び第８条ただし書中「教育委員会規則」を「、教育委員会規則」に改め

る。 

第９条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 別表第１項第１号アの表を次のように改める。 

単位(時間) 

施設区分 

１日 

(９時～２２時) 

相模原市立総合体

育館 

大体育室 １／３ 13,000円 

１／２ 19,500円 

２／３ 26,000円 

全面 39,000円 

中体育室 １／２ 9,100円 

全面 18,200円 

小体育室 10,400円 

柔道場 １／２ 3,900円 

全面 7,800円 



 剣道場 １／２ 3,900円 

全面 7,800円 

弓道場 5,700円 

会議室 １／２ 2,850円 

全面 5,700円 

相模原市立北総合

体育館 

体育室 １／３ 9,550円 

１／２ 14,300円 

２／３ 19,100円 

全面 28,600円 

多目的室 2,800円 

柔道場 2,800円 

剣道場兼卓

球場 

１／２ 2,850円 

全面 5,700円 

弓道場 5,700円 

大会議室 5,700円 

小会議室 2,800円 

別表第１項第１号イを削り、同号ウ(ア)及び(イ)中「大体育室」の次に「、中体

育室」を加え、同号ウを同号イとし、同号エ中「上表「全日」欄」を「アの表」に、

「ウ」を「イ」に改め、同号エを同号ウとし、同項第２号アの表を次のように改め

る。 

単位(時間) 

施設区分 

１日 

(９時～２２時) 

相模原市立総合体

育館 

大体育室 施設区分ごとに 

大人 1,170円 

小人 390円 

(中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 

中体育室 

小体育室 

柔道場 

剣道場 

弓道場 施設区分ごとに 

大人 780円 

小人 390円 

相模原市立北総合

体育館 

体育室 

多目的室 



 柔道場 (中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 剣道場兼卓球場 

弓道場 

 別表第１項第２号イの表相模原市立総合体育館及び相模原市立北総合体育館の項

中「６００円」を「７８０円」に、「３００円」を「３９０円」に改め、同号ウ中

「上表」を「イの表」に改める。 

 附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第６条第２項及び別表第１項第１号の規定は、平成２８年１０月１日

以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、な

お従前の例による。 

３ 改正後の別表第１項第２号ア及びイの規定は、この条例の施行の日以後の利用

に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例

による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

総合体育館及び相模原市立北総合体育館の利用に係る料金の規定の改正その他所

要の改正をいたしたく提案するものである。 



 

 

議案第１１１号関係資料 

 

   相模原市立総合体育館条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立総合体育館及び相模原市立北総合体育館の利用に係る料金の規定の

改正(別表関係) 

（１）施設の専用利用料金 

  ア 基本利用料金 

単位(時間) 

施設区分 

現 行 改正後 

午前 

(９時～ 

１２時) 

午後 

(１３時～ 

１７時) 

夜間 

(１８時～ 

２２時) 

全日 

(９時～ 

２２時) 

１日 

(９時～

２２時) 

 

 

相

模

原

市

立

総

合

体

育

館 

大体育室 １／３ 2,800円 3,600円 3,600円 10,000円 13,000円 

１／２ 4,200円 5,400円 5,400円 15,000円 19,500円 

２／３ 5,600円 7,200円 7,200円 20,000円 26,000円 

全面 8,400円 10,800円 10,800円 30,000円 39,000円 

中体育室 １／２ 2,000円 2,500円 2,500円 7,000円 9,100円 

全面 4,000円 5,000円 5,000円 14,000円 18,200円 

小体育室 2,200円 2,900円 2,900円 8,000円 10,400円 

柔道場 １／２ 800円 1,100円 1,100円 3,000円 3,900円 

全面 1,600円 2,200円 2,200円 6,000円 7,800円 

剣道場 １／２ 800円 1,100円 1,100円 3,000円 3,900円 

全面 1,600円 2,200円 2,200円 6,000円 7,800円 

弓道場 1,200円 1,600円 1,600円 4,400円 5,700円 

会議室 １／２ 600円 800円 800円 2,200円 2,850円 

全面 1,200円 1,600円 1,600円 4,400円 5,700円 

相

模

原 

体育室 

 

 

１／３ 2,000円 2,700円 2,700円 7,400円 9,550円 

１／２ 3,000円 4,000円 4,000円 11,000円 14,300円 

２／３ 4,000円 5,400円 5,400円 14,800円 19,100円 



 

 

市  全面 6,000円 8,000円 8,000円 22,000円 28,600円 

立

北

総

合

体

育

館 

多目的室 600円 800円 800円 2,200円 2,800円 

柔道場 600円 800円 800円 2,200円 2,800円 

剣道場兼

卓球場 

１／２ 600円 800円 800円 2,200円 2,850円 

全面 1,200円 1,600円 1,600円 4,400円 5,700円 

弓道場 1,200円 1,600円 1,600円 4,400円 5,700円 

大会議室 1,200円 1,600円 1,600円 4,400円 5,700円 

小会議室 600円 800円 800円 2,200円 2,800円 

  イ 加算利用料金 

  （ア）利用者が、営利を目的として利用し、かつ、入場料その他これに類する

料金(以下「入場料」という。)を徴収するときは、大体育室及び体育室

にあっては全面の基本利用料金を３５倍した額を加算することとしてい

るが、中体育室にあっても同様に加算することとするもの 

（イ）(ア)以外の場合で、利用者が入場料を徴収するときは、大体育室及び体

育室にあっては全面の基本利用料金を２倍した額を加算することとしてい

るが、中体育室にあっても同様に加算することとするもの 

（２）施設の個人利用料金 

  ア 大体育室等 

単位(時間) 

 

施設区分 

現 行 改正後 

午前 

(９時～ 

１２時) 

午後 

(１３時～ 

１７時) 

夜間 

(１８時～ 

２２時) 

１日 

(９時～２２時) 

相模原

市立総

合体育

館 

大体育室 各単位につき、施設区分ごとに 

大人 ３００円 

小人 １００円 

(中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 

施設区分ごとに 

大人 １，１７０円 

小人 ３９０円 

(中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 

中体育室 

小体育室 

柔道場 

剣道場 

弓道場 各単位につき、施設区分ごとに 

大人 ２００円 

小人 １００円 

施設区分ごとに 

大人 ７８０円 

小人 ３９０円 

相模原

市立北 

体育室 

多目的室 



 

 

総合体 柔道場 (中学生以下の者) (中学生以下の者) 

育館 剣道場兼

卓球場 

小学生未満の者 無料 小学生未満の者 無料 

弓道場 

  イ トレーニング室 

単位(時間) 

 

施設区分 

１日 

（９時～２２時） 

現 行 改正後 

相模原市立総合体育館

及び相模原市立北総合

体育館 

大人 ６００円 

小人 ３００円 

(中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 

大人 ７８０円 

小人 ３９０円 

(中学生以下の者) 

小学生未満の者 無料 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

  ア 改正後の１(１)の規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る料金に

ついて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によるこ

ととするもの 

  イ 改正後の１(２)の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金につ

いて適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によること

とするもの 



議案第１１２号  

 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例について 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立総合水泳場条例の一部を改正する条例 

相模原市立総合水泳場条例(平成８年相模原市条例第３７号)の一部を次のように

改正する。 

 「    「   

  ２，５００円    ３，２００円  

別表第１第２項第１号の表中 
 １，２５０円  

を 
 １，６００円  

 ６００円   ７８０円  

  ３００円    ３９０円  

   」    」 

に改める。 

 附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

総合水泳場の利用に係る料金の規定の改正をいたしたく提案するものである。 

 



 

 

議案第１１２号関係資料 

 

   相模原市立総合水泳場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立総合水泳場の利用に係る料金の規定の改正(別表第１関係) 

施設の個人利用の基本利用料金 

施設区分 単 位 
金 額 

現 行 改正後 

プール 

 

大人 １日 

(９時～２１時３０分) 

２，５００円 ３，２００円 

小人 １，２５０円 １，６００円 

トレーニング室 大人 １日 

(９時～２１時３０分) 

６００円 ７８０円 

小人 ３００円 ３９０円 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 



議案第１１３号  

 

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例(平成１７年相模原市条例第１６２

号)の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「(以下「利用者」という。)」を削る。 

第９条第１号中「利用者が第４条第２項」を「第４条第１項の規定による利用の

承認を受けた者(以下「利用者」という。)が同条第２項」に改める。 

別表第３第１号の表大野台南テニスコートの項中「１，０００円」を「１，３００ 

 「    「    

  大人300円 

小人150円 

(中学生以 

下の者)  

   大人 390円 

小人 190円 

(中学生以

下の者)  

  

 

円」に改め、別表第３第２号アの表中
 １面につき 

市内 

  1,000円 

市外 

5,000円 

 
 

を 
 １面につき 

市内 

  1,300円 

市外 

6,500円 

 
 

に改

  200円    260円   

   」    」  

         



 「     

  4,000円 16,000円   

  2,000円 8,000円   

  1,000円 4,000円   

  １面につき

２時間 

1,000円 

１面につき

２時間 

3,000円 

  

 

め、別表第３第５号アの表中

 ２時間につ

き 

200円 

２時間につ

き 

600円 

 

 

 

を 

  ２時間につ ２時間につ   

き 

1,000円 

 

超過１時間

につき 

200円 

き 

3,000円 

 

超過１時間

につき 

600円 

    」  

「     

 5,200円 20,800円   

 2,600円 10,400円   

 1,300円 5,200円   

 １面につき

２時間 

1,300円 

１面につき

２時間 

3,900円 

  

 ２時間につ

き 

260円 

２時間につ

き 

780円 

 

 

 

に改める。 

 ２時間につ

き 

２時間につ

き 

  



 1,300円 

 

超過１時間 

3,900円 

 

超過１時間 

  

 につき 

260円 

につき 

780円 

  

   」  

別表第４第１号の表ふじのマレットゴルフ場の項中「１００円」を「１３０円」

に、「３００円」を「３９０円」に改める。 

 附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の別表第３第１号、第２号ア(小倉プールに係る部分を

除く。)及び第５号アの規定は、平成２８年１０月１日以後の利用に係る使用料

について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

グラウンド等体育施設の利用に係る使用料及び料金の規定の改正その他所要の改

正をいたしたく提案するものである。 

 



 

 

議案第１１３号関係資料 

 

   相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立グラウンド等体育施設の利用に係る使用料及び料金の規定の改正

(別表第３及び別表第４関係) 

（１）大野台南テニスコートの施設使用料 

利用単位 
使用料 

現 行 改正後 

２時間につき １面につき １，０００円 １面につき １，３００円 

（２）小倉プール及び小倉テニスコートの施設使用料 

施設名・利用区分 利用単位 
使用料 

現 行 改正後 

小倉プール １日につき 大人 ３００円 

小人 １５０円 

(中学生以下の者) 

大人 ３９０円 

小人 １９０円 

(中学生以下の者) 

小 倉 テ

ニ ス コ

ート 

テニスコー

ト 

２時間につ

き 

１面につき 

市内 １，０００円 

市外 ５，０００円 

１面につき 

市内 １，３００円 

市外 ６，５００円 

練習板のみ ３０分につき ２００円 ２６０円 

（３）名倉グラウンドの施設使用料 

利用 

区分 
利用時間区分 

使用料 

現 行 改正後 

市 内 市 外 市 内 市 外 

 

 

多

目

的 

全面 ８時３０分から 

１２時３０分まで 
4,000円 16,000円 5,200円 20,800円 

１３時から 

１７時まで 

半面 ８時３０分から     



 

 

グ  １２時３０分まで     

ラ

ウ

ン

ド 

 １３時から 

１７時まで 

    

１７時３０分から 

１９時３０分まで 
1,000円 4,000円 1,300円 5,200円 

１９時３０分から 

２１時３０分まで 

テ ニ ス

コ ー ト 

８時３０分から 

２１時３０分まで 

１面につき

２時間 

 1,000円 

１面につき

２時間 

 3,000円 

１面につき

２時間 

 1,300円 

１面につき

２時間 

 3,900円 

ゲ ー ト

ボ ー ル

場 

８時３０分から 

２１時３０分まで 

２時間につき 

200円 

２時間につき 

600円 

２時間につき 

260円 

２時間につき 

780円 

多 目 的

室 

８時３０分から 

２１時３０分まで 

２時間につき 

1,000円 

超過１時間に 

つき 200円 

２時間につき 

3,000円 

超過１時間に 

つき 600円 

２時間につき 

1,300円 

超過１時間に 

つき 260円 

２時間につき 

3,900円 

超過１時間に 

つき 780円 

（４）ふじのマレットゴルフ場の施設利用料金 

利用料金 

現 行 改正後 

市 内 市 外 市 内 市 外 

１回につき 

１００円 

１回につき 

３００円 

１回につき 

１３０円 

１回につき 

３９０円 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１(１)、(２)(小倉プールに係る部分を除く。)及び(３)の規定は、

平成２８年１０月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用

に係る使用料については、なお従前の例によることとするもの 

2,000円   8,000円    2,600円   10,400円 



議案第１１４号  

 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例について 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

 平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立相模原球場条例の一部を改正する条例 

相模原市立相模原球場条例(平成２０年相模原市条例第４５号)の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第２項ただし書中「の使用料」を削る。 

 「    

  徴収した入場料の総額に１０分

の１を乗じて得た額 

ただし、その額が８９，７００

円未満の場合は、８９，７００

円 

  

 

 

別表第１項の表中 

 ６，９００円 

ただし、業として、催し等に利

用する場合は、１３，８００円 

  

 

を 

  ６，９００円   

  ８５０円   

  １，１５０円   

  ８５０円   

２，８５０円 

  大人 １００円   

  小人 ５０円   

   」  

    



「    

 徴収した入場料の総額に１０分   

の１を乗じて得た額 

ただし、その額が１１５，７００ 

円未満の場合は、１１５，７００

円 

 ８，９００円 

ただし、業として、催し等に利

用する場合は、１７，８００円 

  

 

に改め、同表備考６中「延長して」を「延長

 ８，９００円   

 １，１００円   

 １，４００円   

 １，１００円   

３，６００円 

 大人 １３０円   

 小人 ６０円   

  」  

し、」に、「１００円」を「１３０円」に改める。 

 附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の別表第１項の規定(体育室の個人利用に係る部分を除く。)は、平成

２８年１０月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る

使用料については、なお従前の例による。 

 

提案の理由 

  受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴い、相模原市立

相模原球場の利用に係る使用料の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案

するものである。 

 



 

 

議案第１１４号関係資料 

 

   相模原市立相模原球場条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  相模原市立相模原球場の利用に係る使用料の規定の改正(別表関係) 

施設使用料 

区 分 単 位 
使用料 

現 行 改正後 

グ
ラ
ウ
ン
ド 

専用利用 入場料を徴収

する場合１日

につき 

徴収した入場料の総額

に１０分の１を乗じて

得た額 

た だ し 、 そ の 額 が 

８９，７００円未満の

場合は、８９，７００

円 

徴収した入場料の総額

に１０分の１を乗じて

得た額 

た だ し 、 そ の 額 が 

１１５，７００円未満の 

場合は、１１５，７００

円 

入場料を徴収

しない場合２

時間につき 

６，９００円 

ただし、業として、催

し等に利用する場合

は、１３，８００円 

８，９００円 

ただし、業として、催

し等に利用する場合

は、１７，８００円 

一般利用 １回 ６，９００円 ８，９００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

体
育
室 

専用利用 午前９時から

正午まで 
８５０円 １，１００円 

午後１時から

午後５時まで 
１，１５０円 １，４００円 

午後６時から

午後９時まで 
８５０円 １，１００円 

午前９時から

午後９時まで 
２，８５０円 ３，６００円 

  延長又は繰上   



 

 

  げ３０分につ

き 

１００円 １３０円 

 個人利用 １回 大人 １００円 大人 １３０円 

   小人 ５０円 小人 ６０円 

会議室 １時間につき ６５０円 改定なし 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２８年４月１日 

（２）経過措置 

改正後の１の規定(体育室の個人利用に係る部分を除く。)は、平成２８年１０

月１日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料に

ついては、なお従前の例によることとするもの 

 



議案第１１５号 

 

工事請負契約について(葉山島水路機能回復工事) 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 工事の名称 

葉山島水路機能回復工事 

２ 工事の場所 

相模原市緑区葉山島９８５番から葉山島９７２番まで 

３ 契約金額 

８９７，３２９，３４０円 

４ 契約の相手方 

  相模原市中央区矢部１丁目２番８号 

  丸豊建設・大野土建・アコック共同企業体 

    代表者  丸豊建設株式会社 

         代表取締役 広 田 寅 彦 

５ 履行期限 

本契約締結の日から８３０日以内 

６ 契約締結の方法 

条件付一般競争入札(総合評価方式) 

 

提案の理由 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和３９年

相模原市条例第２２号)第２条の規定により提案するものである。 

 

 



議案第１１５号関係資料(その１) 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事場所 

小 倉 

葉山島 

凡 例 

下倉川



縦 断 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

工 法  開削工法 ミニシールド工法 開削工法  
      

勾 配 

(単位 ％) 
 3.9 3.9 3.9  

      

地盤高 

(単位 ｍ) 
128.72  136.24                 77.00   72.78 

      

土被り 

(単位 ｍ) 
-0.90   32.93                  3.04   1.69 

      

管底高 

(単位 ｍ) 
128.32  102.03                 72.68   69.80 

      

追加距離 

(単位 ｍ) 
0.00   17.70                 770.25  781.15 

下倉川 
首都圏中央連絡自動車道(圏央道) 

土被り約６０ｍ 

池  

離隔約１０ｍ 

工事延長 ７８１．１ｍ 



 

構 造 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

０．０８０  

１．２０  

１．３６  

土被り ３．０４~６０．５７  

０．０８０  

コンクリート 

凡 例 

（単位 ｍ） 



議案第１１６号 

 

調停の申立てについて(公益施設の設置に係る建設協力金の支払請求) 

次のとおり、調停を申し立てる。 

 

平成２７年８月２５日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 相手方となるべき者 

日新製鋼株式会社 

２ 管轄裁判所 

  東京簡易裁判所(相手方となるべき者と合意が成立した場合は、東京地方裁判

所) 

３ 申立ての趣旨 

（１）相手方は、申立人に対し、金３００，０００，０００円を支払うこと。 

（２）調停費用は、相手方の負担とすること。 

４ 事件の概要 

（１）相手方となるべき者(平成２６年４月に合併するまでの間は、日本金属工業

株式会社(以下「旧日金工」という。))は、昭和３５年に開設した旧日金工の

相模原事業所(以下「旧相模原事業所」という。)を閉鎖するに当たり、旧相模

原事業所の敷地が都市再生特別措置法(平成１４年法律第２２号)第２条第３項

に規定する都市再生緊急整備地域に指定されたことから、平成１７年７月に都

市再生緊急整備地域内の開発に関する基本協定書を本市と締結するとともに、

都市再生緊急整備地域内の開発に関する基本協定書第４条第２項に基づく確認

書において、公共施設等の整備に必要な土地について無償で譲渡することを本

市と確認した。 

（２）旧日金工は、平成１８年２月に改めて本市に対し、都市再生緊急整備地域内

における市民文化の創造に貢献する公益施設の設置に係る用地の提供及び建設

費用に関する協力についての申入れを行った。 

（３）本市は、平成２０年７月に公益施設の設置に係る協力に関する確認    



書を旧日金工と締結し、旧日金工が用地の提供として緑区大山町の土地  

(３，６６０．３８平方メートル。以下「寄附土地」という。)を、市立美術館

の建設費用として金３００，０００，０００円の建設協力金(以下「建設協力

金」という。)を本市に寄附することを確認した。 

（４）本市は、平成２３年１月に旧日金工と公益施設の設置に係る協力に関する確

認書を変更する確認書(以下「変更確認書」という。)を締結し、変更確認書に

おいて建設協力金に係る寄附の履行期限(以下「寄附の履行期限」という。)を

平成２６年３月末日と定め、寄附の履行期限までに寄附土地に整備を計画する

市立美術館の基本設計予算が議会の承認を得られない見込みとなった場合には、

寄附の履行期限について旧日金工と再度協議を行うこととした。 

（５）本市は、平成２３年４月に旧日金工から寄附土地の提供を受けたものの、建

設協力金については、変更確認書において寄附の履行期限と定めていた平成 

２６年３月末日までに旧日金工から受納することができないこととなったため、

その後、旧日金工と合併した日新製鋼株式会社(以下「日新製鋼」という。)と

寄附の履行に関する協議を行っていたが、日新製鋼は、変更確認書が失効して

いると主張し、当事者のみの協議では結論が得られない状況となった。 

（６）本市は、本件問題を根本的に解決するため、裁判所に対し日新製鋼に建設協

力金の支払を求める調停を申し立てる。 

５ 授権事項 

  この調停が成立しなかった場合は、建設協力金の支払を求める訴えを提起する

ことができるものとする。 

 

提案の理由 

本市が公益施設の設置に係る協力に関する確認書に基づき日新製鋼株式会社に

公益施設の設置に係る建設協力金の支払を求める調停を申し立てるに当たり、地

方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１２号の規定により議会の

議決を経る必要による。 



                             議案第１１７号 

 

市道の廃止について 

次のとおり、市道の路線を廃止する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

路線名 起   点 終   点 
幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 
備考 

橋本 

77号 

緑区元橋本町 

799番 1地先 

緑区元橋本町 

802番 1地先 

２.７ 

～３.３
６１ 別図 

 

提案の理由 

  市道相原宮下の道路改良(延伸)に伴い市道の路線を廃止いたしたく、道路法

(昭和２７年法律第１８０号)第１０条第３項の規定により提案するものである。 

 



別 図  
１ 案内図 

路線名 

廃止の理由 

橋本77号 

２ 道路の概要 

市道相原宮下の道路改良(延伸)に 

路線の所在 緑区元橋本町799番1地先 

Ｎ 

県立橋本高校 
相原中学校 

元橋本町 

町田市 

橋本(７) 

相原(１) 

橋本(８) 相原(２) 

伴う廃止 



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

2.7m～3.3m

61m

Ｎ

廃止路線

市
道
元
橋
本
３
３
号



                            議案第１１８号 

 

市道の認定について 

次のとおり、市道の路線を認定する。 

 

平成２７年８月２５日提出 

                 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

路線名 起   点 終   点 
幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長

(ﾒｰﾄﾙ) 
備考 

相原 

321号 

緑区相原 4丁目 

699番 19地先 

緑区相原 4丁目 

699番 24地先 
５.０ ３５ 別図１ 

相原 

322号 

緑区相原 3丁目 

831番 8地先 

緑区相原 3丁目 

836番 10地先 
５.０ ４６ 別図２ 

大島 

480号 

緑区大島 

3281番 2地先 

緑区大島 

3281番 6地先 
４.５ ３５ 別図３ 

大島 

481号 

緑区大島 

1367番 5地先 

緑区大島 

1367番 13地先 
５.０ １１２ 別図４ 

下九沢 

474号 

緑区下九沢 

2940番 26地先 

緑区下九沢 

2940番 1地先 

５.０ 

～６.０
１１１ 別図５ 

又野 

19号 

緑区又野 

693番 2地先 

緑区又野 

706番 2地先 
４.５ ４５ 別図６ 

上溝 

913号 

中央区上溝 

908番 20地先 

中央区上溝 

908番 8地先 

４.２ 

～５.０
１３９ 別図７ 

上溝 

914号 

中央区上溝 

3102番 25地先 

中央区上溝 

3102番 1地先 
５.０ ７２ 

別図８ 
上溝 

915号 

中央区上溝 

3102番 21地先 

中央区上溝 

3102番 16地先 

４.５ 

～５.０
５７ 

上溝 

916号 

中央区上溝 

4600番 15地先 

中央区上溝 

4618番 8地先 

４.５ 

～５.０
５０ 別図９ 

上矢部 

107号 

中央区上矢部 5丁目 

78番 3地先 

中央区上矢部 5丁目 

76番 3地先 

４.５ 

～５.０
４６ 別図 10 



田名 

1168号 

中央区田名 

6101番 40地先 

中央区田名 

6101番 43地先 

４.０ 

～４.５
５５ 別図 11 

田名 

1169号 

中央区田名 

6200番 7地先 

中央区田名 

6199番 3地先 
４.５ ５３ 別図 12 

東淵野辺 

 33号 

中央区東淵野辺 

4丁目2119番20地先 

中央区東淵野辺 

4丁目2119番19地先 

４.５ 

～５.０
７４ 別図 13 

淵野辺本町 

35号 

中央区淵野辺本町 

2丁目395番21地先 

中央区淵野辺本町 

2丁目 395番 15地先 
５.０ ４７ 別図 14 

淵野辺本町 

36号 

中央区淵野辺本町 

5丁目654番6地先 

中央区淵野辺本町 

5丁目 654番 15地先 

４.０ 

～５.０
９６ 別図 15 

相模大野 

74号 

南区相模大野 

9丁目3808番68地先 

南区相模大野 

9丁目 3808番 80地先 
５.０ ７９ 別図 16 

相模台 

107号 

南区相模台 6丁目 

1966番 45地先 

南区相模台 6丁目 

1965番 2地先 

４.０ 

～４.５
３９ 別図 17 

若松 

87号 

南区若松 5丁目 

3938番 12地先 

南区若松 5丁目 

3938番 20地先 
４.５ ６７ 別図 18 

宮下本町 

56号 

中央区宮下本町 

2丁目2276番10地先 

中央区宮下本町 

2丁目2276番13地先 

４.０ 

～４.５
６０ 別図 19 

上鶴間本町 

33号 

南区上鶴間本町 

9丁目13番27地先 

南区上鶴間本町 

9丁目 13番 25地先 
４.０ ８６ 別図 20 

古淵 

82号 

南区古淵 2丁目 

2209番 361地先 

南区古淵 2丁目 

2209番 509地先 

４.０ 

～４.５
５２ 別図 21 

 

提案の理由 

開発行為及び寄附に伴い市道の路線を認定いたしたく、道路法(昭和２７年法

律第１８０号)第８条第２項の規定により提案するものである。 

 



別 図 １
１ 案内図

路線名

認定の理由

相原321号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1094.03㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

緑区相原4丁目699番1

外9筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

Ｎ

相原小学校

相原(３)

相原(６)

相原(５)

相原(４)
相原(２)

相原保育園

相原公民館

相原児童館



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

5.0m

35m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ２
１ 案内図

路線名

認定の理由

相原322号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

976.80㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

緑区相原3丁目831番1

外11筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅6宅地予定建築物の用途等

Ｎ

相原(３)

相原(２)

相原(４)

相原保育園

相原(１)相原児童館

町田市



３ 路線図

幅員

延長

5.0m

46m

認定路線

開発区域

Ｎ

凡 例



別 図 ３
１ 案内図

路線名

認定の理由

大島480号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,008.07㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

緑区大島3281番1

外8筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

Ｎ

小 倉

大 島

老人福祉センター渓松園



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5m

35m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ４
１ 案内図

路線名

認定の理由

大島481号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,666.15㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

緑区大島1367番3

外19筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅16宅地予定建築物の用途等

Ｎ

上九沢

内出中学校

上九沢

大 島

下九沢
緑 区



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

5.0m

112m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ５
１ 案内図

路線名

認定の理由

下九沢474号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,554.66㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

緑区下九沢2940番1

外18筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅15宅地予定建築物の用途等

Ｎ

上九沢

二本松(２)

大 島

県営大島団地

川 尻

内出公園

下九沢

内出中学校

緑 区

上九沢団地

大島団地



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

5.0～6.0m

111m

認定路線

開発区域

Ｎ

5.
0

6.0



別 図 ６
１ 案内図

路線名

認定の理由

又野19号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,329.80㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

緑区又野705番1

外12筆

開発行為の所在

区域区分等 非線引き都市計画区域

(用途地域の指定なし)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

Ｎ

又 野

津久井湖

津久井
又野公園



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5m

45m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 ７
１ 案内図

路線名

認定の理由

上溝913号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,411.54㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

中央区上溝906番14

外32筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第2種中高層住居専用地域)

専用住宅14宅地予定建築物の用途等

Ｎ

上 溝

当 麻

姥 川

下 溝



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.2～5.0m

139m

認定路線

開発区域

Ｎ

4.2

5.
0



別 図 ８
１ 案内図

路線名

認定の理由

上溝915号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,330.81㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

中央区上溝3102番11

外17筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅15宅地予定建築物の用途等

Ｎ

上溝小学校
上溝(７)

上溝駅

上溝学校給食センター

上 溝

あじさい住宅上溝東

陽光台(１)

県営相模原テラスＢ

田中住宅

上溝914号

片隅切

上溝(５)



３ 路線図

凡 例

Ｎ

4.
5

5.0

認定路線

開発区域

ｃ

幅員

延長

5.0m

72m

幅員

延長

4.5～5.0m

57m

市道上溝915号市道上溝914号



別 図 ９
１ 案内図

路線名

認定の理由

上溝916号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,203.92㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

中央区上溝4600番6

外16筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

Ｎ

田 名

上 溝

中央区

下九沢
緑 区

作の口児童館



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

50m

認定路線

開発区域

Ｎ

4
.5

5.0



別 図 １０
１ 案内図

路線名

認定の理由

上矢部107号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

716.61㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

中央区上矢部5丁目76番2

外6筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅4宅地予定建築物の用途等

Ｎ

境 川

上矢部(４)

上矢部(２)

上矢部(５)

淵野辺(２)

淵野辺本町(１)

町田市



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

46m

認定路線

開発区域

Ｎ

4.5

5.
0



別 図 １１
１ 案内図

路線名

認定の理由

田名1168号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

881.07㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

中央区田名6101番5

外7筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅5宅地予定建築物の用途等

Ｎ

田 名

水
郷
田
名
(４)

田名保育園

中央区



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

55m

認定路線

開発区域

Ｎ

4.
0

4.5



別 図 １２
１ 案内図

路線名

認定の理由

田名1169号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,420.42㎡

舗装、側溝あり

中央区田名6199番1

外14筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅10宅地予定建築物の用途等

Ｎ

田 名

水
郷
田
名
(４)

田名保育園

中央区



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5m

53m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １３
１ 案内図

路線名

認定の理由

東淵野辺33号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,442.06㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

外16筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種住居地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

Ｎ

東淵野辺(１)

東淵野辺(３)

東淵野辺(４)

東淵野辺(５)

大野台(２）

大野台(６）

嶽之内児童館

淵野辺東
児童クラブ

中央区東淵野辺4丁目2119番1



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

74m

認定路線

開発区域

Ｎ

4.5

5.
0



別 図 １４
１ 案内図

路線名

認定の理由

淵野辺本町35号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

1,985.92㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

外16筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域
(第1種住居地域・
第1種低層住居専用地域)

専用住宅14宅地予定建築物の用途等

Ｎ

淵野辺本町(３)

町田市

淵野辺本町(２)

淵野辺本町(５)

中央区淵野辺本町2丁目395番2



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

5.0m

47m

認定路線

開発区域

Ｎ

市道淵野辺本町３５号



別 図 １５
１ 案内図

路線名

認定の理由

淵野辺本町36号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,648.88㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

外23筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅18宅地予定建築物の用途等

Ｎ

淵野辺本町(５)

淵野辺本町(４)

淵野辺本町(３) 町田市

中央区淵野辺本町5丁目654番2



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～5.0m

96m

認定路線

開発区域

Ｎ

4.0

5
.0



別 図 １６
１ 案内図

路線名

認定の理由

相模大野74号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,936.56㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

外23筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅22宅地予定建築物の用途等

Ｎ

相模大野(９)

新町中学校

相模大野(８)

東林間(１)

東林間(４)

上鶴間(６)

上
鶴
間
(１)

相
模
大
野
(７)

南区相模大野9丁目3808番7

南新町児童館



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

5.0m

79m

認定路線

開発区域

Ｎ



別 図 １７
１ 案内図

路線名

認定の理由

相模台107号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

551.01㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

南区相模台6丁目1966番8

外14筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域

(第2種中高層住居専用地域)

専用住宅3宅地予定建築物の用途等

Ｎ

相模台(６)

相模台(５)

相武台団地(１)

相模台団地

新磯野

新磯野(２)

もえぎ台小学校

相武台分署

若草中学校

あじさい住宅相模台



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

39m

認定路線

開発区域

Ｎ

4.0

4.5



別 図 １８
１ 案内図

路線名

認定の理由

若松87号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

路面の状況

備考

2,111.59㎡

舗装、側溝あり

南区若松5丁目3938番1

外17筆

開発行為の所在

区域区分等 市街化区域
(第1種住居地域・
第1種低層住居専用地域)

専用住宅15宅地予定建築物の用途等

Ｎ

県道相模原町田

大沼小学校

大沼公民館

東大沼(３)

東大沼(４)

若松(６)

若松(５)

文京(２)

若松(４)

大沼こどもセンター



３ 路線図

幅員

延長

4.5m

67m

認定路線

開発区域

Ｎ

凡 例



別 図 １９
１ 案内図

路線名

認定の理由

宮下本町56号

２ 道路の概要

寄附受納

受納面積

路面の状況

備考

224.51㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

外1筆

寄附の申請地

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

Ｎ

町田市

宮下本町(２)

宮下本町(３)

宮下(２)

中央区宮下本町2丁目2276番1



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

60m

認定路線

Ｎ

4.
0 4.5



別 図 ２０
１ 案内図

路線名

認定の理由

上鶴間本町33号

２ 道路の概要

寄附受納

受納面積

路面の状況

備考

343.87㎡

舗装、側溝あり

南区上鶴間本町9丁目13番1寄附の申請地

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

Ｎ

県立上鶴間高校

上鶴間本町(９)

町田市

上鶴間本町(８)



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0m

86m

認定路線

Ｎ



別 図 ２１
１ 案内図

路線名

認定の理由

古淵82号

２ 道路の概要

寄附受納

受納面積

路面の状況

備考

230.02㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

南区古淵2丁目2209番363

外3筆

寄附の申請地

区域区分等 市街化区域

(第1種住居地域)

Ｎ
東淵野辺(３)

古淵(１)

東淵野辺(４)

大野台(６)

古淵(２)

古淵西公園

古
淵
(３)



３ 路線図

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

52m

認定路線

Ｎ

4
.0

4.
5


